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福祉文教常任委員会議事録 

 

１ 日  時  令和元年９月１１日（水） 午前 ９時３０分 開会 

２ 場  所  太子町議会全員協議会室 

３ 出席委員  委 員 長    村井 浩二    副委員長  寺町 幸雄 

        委  員    羽山 茂男          森田 忠彦 

                阪口  寛          田中 祐二 

        議  長    中村 直幸 

４ 欠席委員                

５ 説 明 員  町    長  浅野 克己   子育て支援課長  小路 展裕 

        副 町 長  松村 勝之   福 祉 課 長  松岡 健一 

        教 育 長  勝良 憲治   高齢介護課長  東條 信也 

        総 務 部 長  今川 新八   健康増進課長  松井  靖 

        まちづくり推進部長  浅野 達雄   保険医療課長  子安 逸二 

        健康福祉部長  横田  勝   教育総務課長  池田 貴則 

        教 育 次 長  田中  清   生涯学習課長  鳥取 勝憲 

        総務政策課長  奥埜 哲生   学務指導担当課長  西野 直美 

        財 政 課 長  吉田 雅樹   学校給食Ｃ所長  冨田 昌彦 
 
        会 計 管 理 者                 奥野 展久 
        兼 会 計 課 長 

６ 議会事務局  事 務 局 長  上田 周治   書 記  木下 雄平 

７ 傍 聴 者          西田いく子           本  馨 

                山田  強           建石 良明 

８ 会議に付した事件 

（１）認定第 ２号 平成３０年度太子町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

（２）認定第 ６号 平成３０年度太子町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

（３）認定第 ７号 平成３０年度太子町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 

（４）議案第２６号 太子町立幼稚園設置条例中改正の件  

（５）議案第２７号 太子町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す
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る基準を定める条例中改正の件 

（６）議案第３０号 平成３１年度太子町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

（７）議案第３１号 平成３１年度太子町介護保険特別会計補正予算（第２号） 

（８）議案第３２号 平成３１年度太子町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 
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午前 ９時３０分 開 会 

○村井委員長 皆様、おはようございます。 

 本日、福祉文教常任委員会を開催させて頂きましたところ、ご出席頂きましてありが

とうございます。 

 会議に先立ちまして、町長より挨拶を受けます。 

○浅野町長 おはようございます。 

 福祉文教常任委員会の開会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 委員の皆様方には早朝よりご出席を賜り、誠にありがとうございます。 

 さて、本委員会に付託された案件でございますが、決算認定としまして認定第２号、

平成３０年度太子町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について他２件、条例案と

しまして議案第２６号、太子町立幼稚園設置条例中改正の件について他１件、予算案と

しまして議案第３０号、平成３１年度太子町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

他２件、以上、合わせまして８件の議案でございます。何卒よろしくご審議を頂き、ご

認定並びにご議決賜りますようお願い申し上げまして、簡単でございますが、開会のご

挨拶とさせて頂きます。 

○村井委員長 本日は、全員出席して頂いておりますので、会議は成立致しました。 

 これより委員会を開会致します。 

 直ちに会議に入ります。 

 今回は、本委員会に付託されました案件は、決算認定関係が３件、条例関係が２件、

補正予算関係が３件の計８件でございます。ご審議のほどよろしくお願いします。 

 まず、決算認定関係の認定第２号、平成３０年度太子町国民健康保険特別会計歳入歳

出決算認定について、これを議題と致します。 

 歳入歳出を通して説明を受けたいと思います。 

 本件について説明を求めます。 

○子安保険医療課長 おはようございます。 

 それでは、認定第２号、平成３０年度太子町国民健康保険特別会計決算につきまして、

内容の説明をさせて頂きます。 

 それでは、まず、附属説明資料をお願い致します。 

 １頁の歳入から説明させて頂きます。 
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 それでは、１頁、表の一番下の歳入合計でございます。１４億３千２５３万３千円、

前年度と比べまして３億１千１９９万１千円、１７.９％の減となっております。これ

は、平成３０年度から国民健康保険の財政運営が都道府県単位となったことで、高額医

療や保険財政共同安定化等の事業が原則廃止となった他、平成２９年度まで本町の国民

健康保険特別会計で受け入れておりました療養給付費負担金等の国庫支出金や退職者医

療制度に係る療養給付費負担金の他、前期高齢者交付金等が大阪府の国民健康保険特別

会計で受け入れることとなったことによるものでございます。 

 歳入の主な内容でございますが、歳入の柱となります保険料は３億１千７３１万５千

円で、前年度と比べまして１千８５２万２千円、５.５％の減となっております。減の

主な理由と致しましては、被保険者の高齢化等の影響により、一般、退職共に被保険者

数が減少していることによるものでございます。 

 次に、国庫支出金及び療養給付費等交付金、前期高齢者交付金につきましては、それ

ぞれ皆減となっております。理由と致しましては、国保の広域化により、これらの収入

については、大阪府において繰り入れることとなったことによるものでございます。 

 次に、府支出金は９億６千４４９万７千円、前年度と比べまして８億８千１５３万６

千円の大幅な増となっております。増の要因と致しましては、国保の広域化により、平

成３０年度から保険給付や保険事業に必要となる財源は、原則と致しまして全て大阪府

から保険給付費等交付金として交付されることになったことによるものでございます。 

 次に、共同事業交付金でございます。前年度と比べて皆減となっております。これは、

国保の財政運営が都道府県単位となったことで、高額医療及び保険財政共同安定化の各

事業の必要がなくなったことから廃止されたことによるものでございます。 

 次に、一般会計からの繰入金ですが、総額で１億９３０万９千円。前年度と比べて６

８６万円、６.７％の増となっております。増の主な理由と致しましては、出産育児一

時金や事務費に対する繰入金である職員給与費等繰入金の増によるものとなってござい

ます。 

 次に、基金繰入金ですが、前年度に引き続き財政調整基金からの繰り入れはございま

せんでした。 

 最後に、諸収入でございますが、総額２４２万７千円、前年度と比べまして９７６万

４千円、８０.１％の減で、これは交通事故等の第三者行為賠償金の減少によるものと

なっております。 
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 以上が歳入の主な内容となっております。 

 次に、２頁をお願い致します。歳出でございます。歳出の主な内容ですが、まず保険

給付費の全体で９億２千７５２万円、前年度と比べまして７千３５万９千円、７.１％

の減となっております。減の主な要因と致しましては、被保険者数の減少に加え、薬価

が引き下げられたこと等もあり、結果として医療費が減少したことによるものとなって

おります。 

 次に、事業費納付金で、平成３０年度から新たに設けられた科目となっており、総額

で３億９千４７７万２千円の皆増となっております。これは、広域化されたことにより、

本町被保険者に納付して頂きました保険料を始め、基盤安定繰入金等の一般会計繰入金

を事業費納付金として大阪府に納付することになったことによるものでございます。 

 次に、後期高齢者支援金から共同事業拠出金までについてでございますが、歳入でも

ご説明致しましたように、高額医療等の共同事業の廃止や国保の財政運営が都道府県単

位となったことにより、それぞれ皆減となっております。 

 次に、保健事業費ですが、１千６７８万９千円、前年度と比べて３４万５千円、２.

１％の増となっております。 

 又、基金積立金では１千９５０万円、前年度と比べまして１千１００万円、率にしま

すと１２９.４％の増となっております。 

 最後に、諸支出金でございますが、総額３千２４５万４千円は、その大部分が国・府

支出金の精算に伴う返還金となっております。 

 以上、歳出合計１４億７０９万４千円で、歳入合計と同様に、広域化により前年度と

比べて２億９千８６２万８千円、１７.５％の大幅な減となっております。 

 又、実質収支におきましては、２千５４３万９千円の黒字決算となっております。 

 尚、歳出の表の下に基金の状況を記載しております。年度末の基金残高は、前年度よ

り１千９５０万円増の７千４８４万５千２２０円となっております。 

 次に、右側３頁の方をお願い致します。被保険者並びに平成３０年度中の被保険者の

異動の状況を表しております。 

 ２、被保険者世帯数及び被保険者数の状況でございますが、世帯数で３１世帯、被保

険者数では９８人の減少となっております。一般、退職を通じて減少が顕著でございま

すが、これは国保被保険者の高齢化により、７５歳到達で後期高齢者医療に移行される

方が近年多くなっていることによるものでございます。 
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 次の頁をお願い致します。４頁でございます。 

 こちらの頁につきましては、３頁の被保険者の異動の状況をグラフ化したものでござ

います。 

 次に、右側５頁をお願い致します。 

 ５、保険料収納状況でございます。表頭の右から３列目が平成３０年度の収納率とな

っております。一般被保険者の現年度分で９５.７％、前年度と比べまして０.４ポイン

ト上昇致しております。９年連続の上昇となっており、退職被保険者の現年度分は９９.

６％で、前年度より４.３ポイントの上昇となっております。 

 又、滞納繰越分につきましては、年間を通じたコールセンターによる滞納者への納付

勧奨や、大阪府域地方税徴収機構と連携した収納対策等、この間の取り組みにより、滞

納整理が進んだことで滞納額自体が減少していること等から、一般と退職合わせた全被

保険者の滞納繰越分で収納率が３９.８％となり、前年度より６.６ポイントの低下とな

っております。 

 次に、６、保険料の１世帯当たり及び１人当たりの額でございます。１世帯当たりの

保険料は１６万７千１６７円、１人当たりの保険料は９万７千３９３円となっており、

１世帯当たり、１人当たり共に前年度に比べて保険料は下がっております。 

 尚、参考ではございますが、平成２９年度の一般被保険者１人当たりの保険料につい

ては大阪府内で１１番目の順位となっております。 

 次に、７、保険料の賦課状況の（２）保険料減免等の状況でございます。非自発的失

業者に対する減免等のその他減免で２２件、金額で１９２万９０３円となっております。

政令軽減につきましては、前年度より１５世帯増の合計で１千９８世帯、国保加入世帯

全体の５８.３％の世帯が軽減を受けている状況となっております。 

 １頁おめくり頂きまして、６頁をお願い致します。 

 ８、一般被保険者に係る医療給付の状況でございます。平成３０年度の医療給付全体

の件数でございますが、前年度と比べて１千３１４件、２.７％減の４万７千８３８件

となっております。又、費用額全体は１１億３８０万５千９７１円で、前年度と比べて

６千３８６万２千９２７円、５.５％の減となっております。 

 次に、７頁、右側の頁でございます。 

 ９、退職被保険者に係る医療給付の状況でございます。医療給付の件数、費用額共に

前年度より減少致しております。費用額につきましては５１７万５１３円で、前年度と
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比べて５６５万１千５７０円、率で５２.２％の減、件数では２８６件の減少となって

おります。主な要因と致しましては、後期高齢者医療制度の創設に伴い廃止されました

退職者医療制度の経過措置も終了に近づいていることから、対象者が減少していること

に伴い、費用額も減少したということでございます。 

 次に、最後の頁、８頁をお願い致します。 

 １人当たりの医療費の推移をグラフで表しております。一般被保険者で３４万３千４

３７円、３.１％の減、退職被保険者は２８万７千２５１円、１.８％の減となっており

ます。 

 尚、退職者医療制度は２６年度末で既に制度が終了致しておりますが、平成３０年度

は経過措置対象者の１８名に係る１人当たり医療費となっておりますことから、あくま

でも参考値ということで見て頂ければというふうに考えております。 

 又、平成２９年度の数字ということになりますが、一般被保険者の医療費は府内で３

９番目、退職被保険者の医療費は府内で４０番目という状況にございます。 

 それでは、決算書をお願い致します。 

 まず、歳出からご説明致します。２１０、２１１頁をお願い致します。 

 まず、１款総務費でございます。１項総務管理費、１目一般管理費、支出済額８８２

万４千５７４円。一般管理事業の主なものと致しましては、被保険者証の印刷、あるい

は郵送料、広域化に伴います電算システムプログラム変更委託料、国保連合会への電算

委託料、第三者行為に係る求償事務手数料並びに連合会への市町村負担金となっており

ます。 

 ２項徴収費、１目賦課徴収費、支出済額７１１万１３５円。賦課徴収事業の主なもの

と致しましては、納付書及び関係書類の印刷費、郵送料、口座振替手数料やコンビニ収

納代行業務委託料、マルチペイメントネットワーク協議会負担金となってございます。 

 ３項運営協議会費、２１２、２１３頁をお願い致します。１目と致しまして、運営協

議会費、支出済額１１万２千円。平成３０年度開催致しました国保運営協議会３回に係

る委員報酬となっております。 

 ２款保険給付費でございます。１項療養諸費、１目一般被保険者療養給付費、支出済

額７億９千２７万７千６０８円。前年度比６.１％の減となっております。 

 ２目退職被保険者等療養給付費、支出済額３５３万９７８円、対前年度比５２.２％

の減となっております。減の主な要因と致しましては、一般、退職共に被保険者数の減
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少に加えて、薬価の引き下げ等もあり、医療給付費も減となったものでございます。 

 ３目一般被保険者療養費、支出済額１千８４０万６千１３８円、対前年度比１１.

７％の減となっております。 

 ４目退職被保険者等療養費、支出済額５万５千９２８円、対前年度比６９.９％の減

となっております。 

 ５目審査支払手数料、支出済額１９７万３千１５９円、対前年度比９.０％の増とな

っております。 

 ２項高額療養費、１目一般被保険者高額療養費、支出済額１億５４３万９千９０３円、

対前年度比１０.２％の減となっております。 

 次の頁、２１４、２１５頁をお願い致します。上から、２目退職被保険者等高額療養

費、支出済額３１万３千９０８円、対前年度比８０.２％の減となっております。 

 ３目一般被保険者高額介護合算療養費、支出済額２万８千１９円、対前年度比皆増と

なっております。 

 ４目退職被保険者等高額介護合算療養費につきましては、３０年度は発生致しており

ません。 

 ３項助産諸費、１目出産育児一時金、支出済額４６２万円は、被保険者が出産した時

に出産した子ども１人につき４２万円が出産育児一時金として支給されるもので、平成

３０年度は１１人分となっております。 

 ４項葬祭諸費、１目葬祭費、支出済額８０万円は、被保険者がお亡くなりになられた

際に葬祭費が支給され、平成３０年度は１６件となっております。こちらにつきまして

は１件当たり５万円となっております。 

 ５項精神・結核医療給付金、支出済額２０７万４千３９７円は、障害者総合支援法に

基づく自立支援医療の精神通院医療費及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療

に関する法律に基づく結核医療費に係る本人負担分を補助する任意給付となっておりま

す。 

 ６項移送費につきましては、一般及び退職被保険者共に昨年度に引き続き３０年度も

支出はございませんでした。 

 次の頁をお願い致します。２１６、２１７頁でございます。 

 ３款国民健康保険事業費納付金は、国保の広域化により財政運営が都道府県単位とな

ったことから、市町村が収納致しました保険料や保険基盤安定繰入金等を大阪府に納付
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する為、平成３０年度から新たに設けられたものであることから、何れの項目につきま

しても前年度に比べて皆増となっております。 

 １項医療給付費分、１目一般被保険者医療給付費分、支出済額２億７千８７９万３千

３４６円、２目退職被保険者等医療給付費分、支出済額１６４万８千６２７円、２項後

期高齢者支援金等分、１目一般被保険者後期高齢者支援金等分、支出済額８千６５７万

８千６２２円、２目退職被保険者等後期高齢者支援金等分、支出済額５５万５千７８円。 

 ３項介護納付金分。次の頁、２１８、２１９頁をお願い致します。 

 １目介護納付金、支出済額２千７１９万６千６５２円となってございます。 

 ４款共同事業拠出金、１項共同事業拠出金、１目その他共同事業拠出金、支出済額２

０３円は、退職者医療に係る事務費拠出金となっております。 

 ５款保健事業費、１項保健事業費、１目疾病予防費、支出済額３００万２千３１４円

は、エイズ予防パンフレットの作成費及び医療費通知を年６回実施した費用と、これに

対する郵送料他、総合健康診断の委託料と致しまして人間ドックの半額助成を行ってお

ります。この人間ドックの受診者は平成３０年度１１３件の実績でございました。 

 ２項特定健康診査等事業費、１目特定健康診査等事業費、支出済額１千３７８万６千

９３０円は、特定健康診査受診者８９３人分に対する費用の他、特定保健指導に係る費

用を支出致しております。平成３０年度の特定健診受診率は７月末時点で３６.３％と

なっております。 

 尚、受診率の数値につきましては、国からの平成３０年度分の確定数値が現在のとこ

ろ公表されておりませんことから、今後変更されることもある点についてご留意をお願

い致します。 

 次、２２０、２２１頁をお願い致します。 

 ６款基金積立金、１項基金積立金、１目財政調整基金積立金、支出済額１千９５０万

円は、財政調整基金への積立金となっております。 

 ７款公債費、１項公債費、１目利子、支出済額１万１千７６６円は、年間を通じて保

険給付等の支払いに係る資金不足を補う為、基金の繰替運用や一般会計より資金の一時

借り入れを行っておることから、これに対する利子となっております。 

 ８款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目一般被保険者保険料還付金、支出済

額１４７万７千４８０円は、過年度分に係る保険料の還付金となっております。 

 ２目退職被保険者等保険料還付金の支出はございませんでした。 
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 次の頁、２２２、２２３頁をお願い致します。 

 ３目償還金、支出済額３千９７万６千４２０円は、平成２９年度補助事業の精算に伴

います国・府支出金及び退職者医療制度に係る療養給付費等交付金の収入超過分をそれ

ぞれ国、府並びに社会保険診療報酬支払基金に返還致しております。 

 ９款予備費につきましては、６８万９千円を精神・結核医療給付事業や一般被保険者

保険料還付金等の予算に不足が生じた科目にそれぞれ充当致しております。 

 歳出につきましては以上でございます。 

 続いて、歳入でございます。２０２頁、２０３頁をお願い致します。 

 １款国民健康保険料、１項国民健康保険料、１目一般被保険者国民健康保険料の現年

分で、１節医療給付費分、収入済額が２億１千６４万５千４０９円、２節後期高齢者支

援金分で６千８５９万３千１１７円、３節介護納付金分で２千１１４万３千８０８円の

収入となっており、これらを合わせた現年分の収納率は９５.７％となっております。 

 又、滞納繰越分と致しまして、４節医療給付費分で９９７万６千２０１円、５節後期

高齢者支援金分で３３０万２千２９０円、６節介護納付金分で１７３万８千５９５円の

収入となっております。 

 尚、滞納繰越分のうち不納欠損額と致しまして１５６万３千８６０円を処理致してお

ります。 

 ２目退職被保険者等国民健康保険料でございます。まず、現年分と致しまして、１節

医療給付費分で収入済額が８６万８千３５６円、２節後期高齢者支援金分で２８万１千

８０８円、３節介護納付金分で２４万６１０円の収入となっており、これらの収納率に

つきましては９９.６％となっております。 

 又、滞納繰越分の収入済額と致しましては、４節医療給付費分で３１万５千７５６円、

５節後期高齢者支援金分で１１万２千４９６円、６節介護納付金分で９万６千４８８円

となっております。 

 尚、滞納繰越分のうち不納欠損額と致しましては６万９千７９０円を処理しておりま

す。これらの不納欠損処理につきましては、転出等による居所不明や生活困窮により徴

収不可能な保険料等について処理を行っております。 

 次に、２款一部負担金の収入はございませんでした。 

 次の頁、２０４、２０５頁をお願い致します。 

 ３款使用料及び手数料、１項手数料、収入済額１７万７千４００円は、全て督促手数



－１８１－ 

料の収入となっております。 

 ４款府支出金、１項府補助金、１目保険給付費等交付金、収入済額９億６千３１２万

５千９３円は、平成３０年度からの国保の広域化により、本町が行う保険給付や保険事

業に必要な財源として大阪府から交付されたものでございます。 

 １節保険給付費等交付金の普通交付金、収入済額９億３千８１３万６千９３円となっ

ております。 

 ２節保険給付費等交付金の特別交付金で収入済額２千４９８万９千円は、国の保険者

努力支援制度に係る交付金や特別調整交付金、特定健診等に係る国、府負担分の収入と

なってございます。 

 ２目国保事業助成補助金、収入済額１３７万１千７９６円、これは経過措置期間中の

老人医療費助成事業の他、重度障がい者医療やひとり親家庭医療費助成の実施に伴う医

療費負担の増加に対する府補助金となっております。 

 ５款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金、収入済額５千５３４円は、

財政調整基金より生じました利子となっております。 

 ６款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、収入済額１億９３０万９千１

６３円となっております。 

 １節保険基盤安定繰入金保険料軽減分で５千５５万６千３９０円。保険料軽減世帯に

対するものとなっており、対象は１千９８世帯分となっております。 

 ２節保険基盤安定繰入金保険者支援分で、２千７９０万６千５０４円。これは保険料

軽減の対象となる１人当たりの保険料調定額の割合に応じて支援されるものとなってお

ります。 

 ３節職員給与費等繰入金１千５１６万７千９０６円は、一般管理費及び賦課徴収費等

の事務費に充当致しております。 

 ４節出産育児一時金等繰入金６７２万円は、出産育児一時金の地方財政措置されてい

る３分の２の繰り入れとなっております。 

 次の頁、２０６、２０７頁をお願い致します。 

 上から、５節財政安定化支援事業繰入金３２９万４８２円は、６０歳以上の高齢者の

割合に応じて交付税措置されたものを一般会計から繰り入れておるものでございます。 

 ６節その他一般会計繰入金５６６万７千８１１円は、毎年８月に実施しておりますと

くとく健診の特定健診とセット健診を行っております、がん検診の費用の他、町の独自
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減免等に対する費用、又、地方単独事業に係る国庫負担金減額分の補填となっておりま

す。尚、減免措置に関しましては２２世帯分となっております。 

 ２項基金繰入金は財政調整基金からの繰り入れで、平成３０年度は繰り入れを行って

おりません。 

 ７款繰越金、１項繰越金、１目療養給付費等交付金繰越金、収入済額２２２万７千４

８２円は、退職者医療制度に係る平成２９年度からの繰越金でございます。 

 ２目その他繰越金、収入済額３千６５７万４千３７３円は、同じく平成２９年度から

の繰越金となっております。 

 ８款諸収入でございますが、１項延滞金加算金及び過料は６３万９千３８０円で、全

て一般被保険者に係る保険料延滞金となっております。 

 ３項雑入、次の頁をお願い致します。２０７、２０８、２０９頁をお願い致します。 

 上から、１項雑入、収入済額１７８万８千４１円、これは第三者行為の交通事故によ

る返還金及び７０歳以上の方の一部負担金額据え置きに伴う差額の国庫負担分に係る収

入となっております。 

 以上、簡単ではございますが、平成３０年度太子町国民健康保険歳入歳出決算の説明

を終わらせて頂きます。何卒よろしくご審議の上、ご認定賜りますようよろしくお願い

申し上げます。 

 以上でございます。 

○村井委員長 只今、歳入歳出の説明がありました。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

○田中委員 ３０年度から府の方のあれになったということであれなんですけれども、ま

ず一般の方にかかわる部分の中で、例えば高額療養費に対する事業そのものはなくなっ

たけれども、一般の被保険者に対する制度そのものは勿論あるということでよろしいん

ですね。 

○子安保険医療課長 高額療養費に関してのご質問かと思いますけれども、高額療養費に

関しましては、広域化前後で制度自体が何か変わったということではございません。逆

に、広域化になりまして、府内で１つの国保となっていることから、３０年度からは府

内異動の場合も高額医療の引き継ぎが出来るということで、内容としては充実している

方向になっております。 
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 以上でございます。 

○田中委員 ということで、一般の方に直接何か制度が変わったことによる影響というの

は余りないのかなと思うんですけれども、そういう考えでいいんですかね。 

○子安保険医療課長 平成３０年度から国保の広域化はスタートしております。色々と運

営方針等で今後、統一していきますよというような項目等もあるんですけれども、実質

的に事務の細かいところ、特に住民さんに影響の出るような事務の細かいところ、申請

の受け付けであるとかその辺のところにつきましては、今後、今現在も広域化調整会議

等、ワーキング等でも協議されており、その辺の事務の標準化というところで今後統一

を図っていきたいというところでございますので、現状において何か住民さんの手続が

全然変わったとかいうような状況にはなってございません。 

 ただ、先程も言いましたように、統一していく中で一定事務の統一で住民さんに影響

の出る部分があるかもしれませんけれども、その点につきましては、事前に周知を十分

する等、影響が出ないような形で考えていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○田中委員 それから考える中で、３０年度ということで、今年度から仮算定の方が廃止

されているんですけれども、そこらについて何か住民さんからご意見とかがあったとか、

混乱がなかったか、ちょっと教えて頂きたい。 

○子安保険医療課長 昨年の１２月に条例の方を変えさせて頂きまして、平成３１年度か

ら仮算定の廃止という形をとらせて頂いております。その際にも十分事前に周知を徹底

するようにというようなことでご意見等も頂いておったことから、１月からホームペー

ジ、あるいは直接被保険者の方にダイレクトメールというか、チラシも配付するなりの

事前周知もあったかと思うので、一定、想定していたよりはお問い合わせも少なかった

かなというふうに考えております。 

 仮算定の廃止の影響で１件当たりの納付額がどうしても上がっているという状況があ

って、その辺で保険料がえらい上がってるねんけどというお問い合わせは確かに頂いて

おります。ただ、内容を説明すると、比較的ご理解して頂やすい内容であったというこ

とで、一定説明すれば十分ご納得頂けているという状況でございます。 

 以上です。 

○田中委員 一般の方についてはそういう形で、なるべくスムーズにと。そして、３０年

度から広域化になって、逆に事務の面、僕はぱっと見ていたら、かえってすっきりした
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ん違うかなというようなイメージも受けるんですけれども、負担の方、逆にかえって減

っているん違うかなと、決算書を見ていたら。だから、逆に保険料を下げられるという

ことはないだろうけれども、何かそういうイメージを持ってしまうねんけれども、事務

の方で何か混乱があったとか、そういうことはないんでしょうか。 

○子安保険医療課長 今ご指摘頂いたような職員の行っている事務の方で混乱、あるいは

問題が生じたことはないのかという点でございます。特に問題というようなところに関

しては現在までのところ起こってはおりません。 

 先程の質問にもございましたように、仮算定の廃止を平成３１年度からやらせて頂い

ている関係で、その仮算定分の保険料決定通知の事務であるとか、その辺のところに関

しては若干事務量の軽減といったところにつながっているのかなというふうに考えてお

ります。 

 以上です。 

○田中委員 あと、例えば１人当たりの医療費とか、こういったものが抑制されていると

いうのか、低くなっているというような中で、太子町として頑張っている分が、例えば

保険料とかそこらに反映されないという状況になっているので、だから府全体の医療費

を考えても、やっぱり抑制するという方向に行くべきだと思うので、だから広域になっ

たから別に辛抱せんでも、使うだけ使ったらいいのじゃなくて、そういった姿勢は大事

だと思うんですけれども、その中で頑張っている自治体に何らかの特典というか、そう

いうのがあるような制度を是非とも府の方でも検討して頂きたいというように思うんで

すけれども、何かそんな意見が出ていたりするんですか。 

○子安保険医療課長 委員ご指摘のように、町の方で医療費が減って直接保険料に影響し

ないような形に現状、多くの財政運営がなってしまっております。ただ、その医療費、

仮に適正化が進んで１人当たりが下がったりとかいう部分については、国の保険者努力

支援制度であるとか、府自体も府に対して交付されている保険者努力支援交付金、こう

いったものによってインセンティブを与えて、それぞれ先程歳入の部分でもご説明させ

て頂きましたが、保険給付費等交付金の特別交付分、こういったところにその分が反映

されるような仕組みにもなってございます。 

 又、今回、１つの国保になっている関係もあって、既にご承知かとは思うんですけれ

ども、これは国保だけではないんですけれども、大阪府全体を対象とした形でのマイレ

ージをアスマイルという形で、これも一定部分的には国保の被保険者を対象にしている
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部分もありますので、この辺のところを使って、なかなか太子町だけを反映させるとい

うことが難しいんですけれども、大阪府全体としてその辺の医療費の適正化が進むよう

な、そういった施策も十分行っているような状況でございます。 

 以上です。 

○村井委員長 他にございませんか。 

○阪口委員 被保険者の世帯数が、高齢化が進んで減ってきているというようなことが報

告もありましたけれども、以前もちょっとお聞きしたんですけれども、国保の加入者の

構成なんですけど、国保の加入者といったら、大分前は７割は農林水産業に従事してい

る方とか自営業者だったんですけど、今は本当に高齢者が増えているとか、非正規雇用

者の保険になっているということですけれども、太子町の方は大体どんな構成になって

いるでしょうか。大体でいいんですけれども。 

○子安保険医療課長 ちょっと資料を出すので、お待ち頂けますでしょうか。すみません、

後程でもよろしいでしょうか。 

○阪口委員 はい。では、他のことで。 

 国保というのは大体、詳しくは後でまた言って頂けたらと思うんですけれども、何れ

にしても今の国保を支えている、あるいは支えられている人は高齢者中心で、低所得者

中心ということになっていますので、一番の国保の問題は高すぎる国民健康保険料だと

いうふうに思うんです。 

 それで、附属説明資料で先程１人当たり９万７千３９３円、府内では１１番目とか言

っておられましたけれども、１人当たりがなかなか見えにくいので、太子町のモデルケ

ースでどれぐらい国保加入者の方が負担されているのかということをちょっとお聞きし

たいんですけれども。例えば現役４０歳代夫婦と未成年の子ども２人の４人世帯の国保

料はどれぐらいになっているのか、あるいは、６５歳以上７４歳以下の年金生活者の高

齢夫婦のみの世帯、それと４０歳のお母さん、未成年の子どもさんが２人おられるシン

グルマザーの世帯、所得は大体２００万円でどれぐらい国保料を支払っておられるのか。

それは太子町はどれぐらい払っておられて、大阪府内で何番目ぐらいになっているのか、

その辺、モデルケースとしてお聞きしたいんですけれども。 

○子安保険医療課長 今、世帯のモデルをご提示頂いて、保険料がどのぐらいになってい

るのかとのご質問でございます。６月の本算定の際には、一定今回の保険料率の決定に

当たって、当初予算に１千万円の町独自の激変緩和分を組ませて頂いております。それ
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をどの世帯、どういった方に反映させていくか、活用させていくかという検討をする為

に、保険料を料率決定する際にも今ご指摘頂いたような４０歳代の子ども２人の世帯で

どうなるかであるとか、所得につきましても１００万円であるとか２００万円であると

か３００万円であるということで、多くのモデル世帯をつくらせて頂いて今回の料率の

決定に当たっております。 

 その際の数字を使わせて頂きますと、４０歳代の夫婦と子ども２人の場合、所得が２

００万円という場合に関しましては、平成３１年度保険料で３７万１千８６０円、３０

年度に比べますと１万１千８２０円の増となっております。率にしますと３.３％の増。

次に、年金生活者のお二人のご夫婦の場合、これも同様に一定２００万円の所得という

ふうに想定させて頂きますと、３１年度保険料が２７万４千６３０円、３０年度に比べ

まして年間で６千６３０円増加致しております。率にしますと２.５％という形です。

最近よく聞かれるパターンということで、助成のシングルマザーのケースです。こうい

った場合、シングルマザーでお子さんが２人いらっしゃる、そのシングルマザーの方に

関しましては４０歳以上で介護分がかかってくるという想定で、同様に所得が２００万

円という場合ですと、３１年度保険料が３６万２千８４０円、３０年度が３５万３千３

００円ですので、その差９５０円が保険料の上がっている分となっております。率で２.

７％となっております。 

 先程冒頭に聞かれました職業の構成割合につきましても今答えさせて頂いてよろしい

でしょうか。 

○阪口委員 はい。 

○子安保険医療課長 すみません、ちょっと古くなってしまうんですけれども、平成３０

年４月１日の数値となっております。給与所得者が４４２人で全体の２３％となってお

ります。次に自営業等の営業所得者で２６５人、１４％、農業所得者が３３人、１.

７％、年金等、その他の所得者が７１６人、３８％、分類上、所得のないという方が４

３７人、２３％となってございます。 

 以上でございます。 

○阪口委員 詳しく報告も頂きました。それで、何れにしましても所得２００万円で現役

４０代夫婦の方、２００万円で３７万１千円の国保料ということになる、それ以外も２

７万円とかシングルマザーの方は２００万円で３６万２千円ですか、保険料になるとい

うことで、やっぱり国保料の保険料というのは生活の上で負担が非常に厳しいというの
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ははっきりしていると思うんです。太子町ではそれなりに頑張って抑えて頂いています

けれども、この国保自体が、先程もありましたように年齢構成等もあって、非常に低所

得者中心の保険制度になっておりますので、やっぱり公的な支援が必要だというふうに

思うんです。 

 それで、知事会も町村長会も公費投入、国に１兆円要請している訳ですけれども、本

町は公費投入をもっとすべきだというふうに思うんですけど、どのように対応されてい

るのでしょうか。 

○子安保険医療課長 町として公費投入についての考え方のご質問でございます。これま

での委員会でもご答弁させて頂いているかとは思うんですけれども、新たな公費の投入、

これは決して町の方は否定している訳ではございません。そういったことから、毎年あ

ります町村長会の要望事項、こういったところにも上げて、町としても追加の公費投入、

こういったところの要望は行っているところでございます。 

 以上です。 

○阪口委員 勿論知事会も町村長会もやっておられるんですけれども、公費投入１兆円実

現したら国保に出ている、支払う均等割が要らなくなるということで、他の被用者保険

の水準になるというふうに思いますので、引き続き、やはり国民皆保険制度を維持する

為にも、国保に対する公費投入は強めて頂きたいというふうに思います。 

 そういう中で、次の質問ですけれども、大阪府の方は今年から都道府県一本化という

ことで全国的になったんですけれども、大阪府はそれに合わせて６年間で保険料率も一

本化しようというふうに進めていますけど、これをやられると保険料の大幅な値上げに

なるのではないかというふうに懸念されるんですけれども、その辺りはどのようにお考

えでしょうか。 

○子安保険医療課長 平成３１年度の保険料率をもってご説明致しますと、平成３１年度

の統一しようとしている、所謂統一料率、これに致しますと、太子町の平成３０年度の

保険料と３１年度の統一料率の保険料、これを比較しますと１６％程度の乖離が今現在

ございます。そこに公費による激変緩和をされた所謂標準料率、これを３１年度の保険

料率に適用しますと、３０年度の町の本算定時点の保険料と約６％の乖離があったと。

このようなことから、先程来お話ししているように、１千万円の基金を入れて約３％前

後まで保険料の上昇を抑制しようとした経緯がございます。 

 今申し上げましたように、現状、直ちに統一するということであれば１６％の乖離の
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分になってくるというところでございます。 

○阪口委員 １６％でかなり大きな金額になると思いますので、値上げにならないように、

大阪府はそのように進めようと運営方針を示していますけれども、国というか、政府の

方も市町村に国保は賦課権限があるということを今も明言していますので、自治体とし

て引き続き国保料の引き下げに努力して頂きますよう要望致します。 

 それと、変わって、他市町村では結構、短期保険証とか資格証明書を発行して受診機

会をちょっと抑制しているというような市町村がありますけど、太子町の方の状況はど

うでしょうか。 

○子安保険医療課長 太子町におけます被保険者証、それの短期証についてのご質問でご

ざいます。短期証につきましては、毎年１１月の保険証の更新、この際に過年度分、前

の年までの分で保険料に未納のある方を中心に、とりわけ納付の相談、こういったもの

に応じて頂けない方、あるいは納付相談の上、分納を誓約頂いているにもかかわらず、

それが不履行が度重なるというような方を中心に、本町におきましても短期の被保険者

証、３ケ月ですけれども、出させて頂いております。 

 平成３１年度３月時点におきましては、世帯で５３世帯、被保険者の方の人数で申し

上げますと９３名の方に短期証の被保険者証を出させて頂いているという状況です。た

だ、資格証明書については、太子町の方は出しておりません。 

 以上です。 

○村井委員長 他にございませんか。 

○森田委員 とくとく健診のことでちょっと聞きたいんですけれども、私自身は受けたこ

とがないんですけれども、これは国民健康保険が入っているのが主で、協会けんぽとか

何かもやっぱり受けられますか。 

○子安保険医療課長 とくとく健診についてのご質問でございます。太子町の方で行って

おりますとくとく健診につきましては、町の方針として国保に限定せず、一般の所謂社

会保険の方、あるいは７５歳以上の後期高齢の方、こういった方にも一緒に受けて頂け

るというような形で運営の方はさせて頂いております。中心になるのは国保が中心にな

りますけれども。 

○森田委員 ということは、比率にしたらどれぐらいですか。大体で結構です。 

○子安保険医療課長 比率という形では出していないのですが、ざっくりとした人数にな

ります。毎年受けて頂いているとくとく健診、大体６００名を超えて６２０名とか３０
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名程度受けて頂いております。そのうち３７０名、８０名の方がとくとく健診の国保の

受診者の方になって参ります。社保の方に関しましては約１２０名程度受けて頂いてい

ます。残りの方はちょっと数字を出していないのでわからないですけど、後期の方とい

うような状況となっております。 

○森田委員 それで、人間ドックの場合、結局、今だったら半額補助して頂いていますね。

これは近隣皆同じですか、比率。 

○子安保険医療課長 本町の方では以前から人間ドックの半額助成というのを行ってきて

おります。先程来の広域化にも絡む話なんですけれども、広域化に伴って、保険事業に

ついても今後大阪府全体で色々引き上げていこうということで、人間ドック、本町は以

前からやっている関係で何も変わっていないではないかという話なんですけれども、意

外と大阪府の北部の方、池田市であるとかあの方面につきましては人間ドックの助成が

行われていなかったというのが現実としてございます。今回、３０年度から国保が広域

化されたことを受けて、共通基準というような形で大阪府内一律に人間ドックの半額助

成を行うというようなことでやっております。そういった意味で保険事業の底上げの方

を大阪府全体で取り組んでいるというところです。ということで、全体で基本的には上

がっているということでございます。 

○森田委員 それで、私は今受けようと思ってやって、うちの娘も受けようと思って、そ

したらうちの娘が協会けんぽです。そしたら、半額ではなしに全額７万６千円の補助ら

しいです。だから、同じ太子町に住んでいるのだから、太子町だって協会けんぽじゃな

くてもうちょっと補助してあげたらいいのと違うかなと思っていましたけど。 

○子安保険医療課長 今しがた申し上げましたように、基本的には大阪府内では半額助成

というところになってございます。その助成額のアップ、この辺につきましては、やは

り今現在、大阪府の国保というのは広域化されておりますので、広域化調整会議、ある

いはワーキングでの検討すべき課題なのかな、保険事業充実としての検討すべき課題の

一つであるというふうに考えております。 

 以上です。 

○村井委員長 他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○村井委員長 ないようでございますので、質疑を終わります。 

 討論に入ります。 
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 討論ございませんか。 

 討論を許します。 

○阪口委員 認定第２号、平成３０年度太子町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついて、意見を付けて賛成の立場で討論を行います。 

 平成３０年度の国民健康保険特別会計の決算は、歳入で１４億３千２５３万３千円、

歳出で１４億７０９万４千円、実質収支額は２千５４３万９千円の黒字決算になってお

ります。平成３０年度は国保の運営主体が市町村から都道府県に移行した最初の年です。

都道府県化は高過ぎる国民健康保険料を引き下げてほしいという住民の願いをかなえる

制度改正になっていません。特に大阪府では保険料率と減免制度を府内で一本化し、市

町村が保険料軽減の為に独自で実施している補助金をなくす方針を示しており、低所得

者が軒並み大幅な値上げとなります。 

 運営方針では、国保の現状について被用者保険と比べて年齢構成が高く、加入者の所

得水準は総体的に低いが、国民皆保険の制度を維持することは重要と述べる一方で、国

保財政を安定的に運営していく為に、国保料率を府内一本化するとしています。現在、

多くの市町村は保険料を抑える等の為に国保会計へ法定外繰り入れを行っていますが、

運営方針ではこれを解消するとしています。更に、法定外繰り入れ解消に従わない市町

村へのペナルティを示しています。しかし、これには法的根拠は全くありません。改正

された国保法でも市町村による賦課権限はこれまでと変わらないとされています。 

 太子町はそのまま保険料率を府の試算通りに設定していれば、大幅な保険料値上げは

避けられない状況にありましたが、据え置き努力をされたことは評価出来ます。しかし、

府は保険料率の統一を諦めた訳ではありません。府に６年間の期間を撤回するよう求め

てください。高過ぎる保険料を引き下げ、国保の構造的な問題を解決する為には、公費

を投入するしかありません。全国知事会、全国町村会等も国保の定率国庫負担の増額を

政府に要望し続けており、２０１４年には公費を１兆円投入して協会けんぽ並み負担率

にすることを政府与党に求めました。太子町として、決算で基金を１千９５０万円増額

されましたので、更に努力し、据え置きにとどまらず、基金を活用し、又、一般会計か

らも繰り入れて保険料引き下げを要望しまして、意見を付けての賛成討論と致します。 

○村井委員長 他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○村井委員長 ないようでございますので、討論を終わります。 
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 お諮り致します。 

 認定第２号を原案通り認定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○村井委員長 ご異議なしと認めます。 

 よって、認定第２号、平成３０年度太子町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついては、原案通り認定することに決しました。 

 それでは、ここで暫時休憩と致します。 

午前１０時３０分 休 憩 

                                        

午前１０時４０分 再 開 

○村井委員長 それでは、再開致します。 

 次に、認定第６号、平成３０年度太子町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について、

これを議題と致します。 

 歳入歳出を通して説明を受けたいと思います。 

 本件について説明を求めます。 

○東條高齢介護課長 それでは、認定第６号、平成３０年度太子町介護保険特別会計歳入

歳出決算について、附属説明資料並びに決算書に基づいてご説明を申し上げます。 

 まず、附属説明資料の１頁をお開き願います。 

 １、決算の状況等です。平成３０年度決算は、第７期事業計画の初年度の決算となり

ます。 

 ①決算の状況です。前年度に比べ、歳入で１.９％、歳出で４.２％の増となり、歳入

総額１１億８千５９３万６３０円、歳出総額１１億６千８４７万２千７９８円で、歳入

歳出差引額は１千７４５万７千８３２円となってございます。この差引額には、国・府

負担金等の超過交付分が含まれておりますので、次年度に精算、返還等の措置を行った

残金を準備基金へ積み立てるものでございます。後程、平成３１年度補正予算案で説明

の方をさせて頂きます。 

 中程にあります表は、歳入歳出の内訳を千円単位で示させて頂いたものでございます。 

 表の上段、一番上、歳入総額が前年度より２千２０３万３千円増額しました主な要因

は、歳出の保険給付費及び地域支援事業の増加に伴う繰入金、国・府負担金等のそれぞ

れの増によるものでございます。 
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 又、表の下段、歳出総額が前年度より４千６８６万２千円増額した主な要因は、保険

給付費で４千１７１万円、地域支援事業で５１８万６千円、諸支出金で９千６５０万円

の増となったことによるものです。 

 次に、②保険給付費の状況です。当会計歳出の８９.７％を占める保険給付費の状況

です。対前年比４.１％の増、１０億４千７６３万１千７０円となっております。 

 下の棒グラフをご覧ください。保険給付費については、介護保険制度が始まりました

平成１２年度から増加傾向が続いております。 

 次の２頁をお開き願います。 

 ③地域支援事業の状況です。新しい総合事業を平成２９年度より開始し、２年目の決

算となっております。 

 表の上段、介護予防・生活支援サービス事業１千２２２万４千７９９円は、前年度よ

り３０万７千２０５円、２.６％の増となっております。増の主な要因は、短期集中予

防サービスとし、新たに実施しました訪問型サービスＣによるものでございます。 

 その下、一般介護予防事業費７９１万２千８６２円は、前年度より１１６万５千１１

６円、１２.８％の減となっております。減の主な要因は、生きがい活動支援事業とし

て福祉センター２階で行っていますお達者サロンの実施方法の見直しによるものです。 

 その下、包括的支援事業・任意事業３千７０７万２千６０４円は、前年度より６０４

万６千２３５円、１９.５％の増となっております。増の主な要因は、地域包括支援セ

ンター強化に伴う人件費を一般会計から正職員１名分を組み換えたことによるものです。 

 次に、④基金残高の状況ですが、介護給付費準備基金の平成３０年度末残高は９千７

００万３千７８７円です。 

 次、⑤大阪府財政安定化基金からの借り入れ状況ですが、新たな借り入れは行ってお

りません。 

 ２、保険料、収納状況です。 

 表の列の中程、収納率は特別徴収で１００％、普通徴収で９１.３％、滞納繰越で１

４.５％、全体で９７.５％で、前年度より０.５ポイント高くなってございます。 

 下の欄外、未収につきましては、現年度分６４人、滞納繰越分５５人と何れも前年度

より減少しておりますが、今後も収納対策に努めて参ります。 

 次の３頁、３、高齢者数及び認定者数の状況です。 

 ①高齢者数の状況です。表の列の中程、平成３０年度末の総人口が１万３千４４６人、
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その下、６５歳以上の人口が３千７５５人、高齢化率２７.９％と、何れもほぼ事業計

画の推計値通りとなってございます。 

 ②要介護、要支援認定者数の状況です。表の列の中程、平成３０年９月末で６５歳以

上の認定者数は５９８人、１５.９％となっております。認定者数についてもほぼ事業

計画の推計値通りとなってございます。 

 下の折れ線グラフは、年度末ごとの総人口、高齢者数、認定者数の推移を表したもの

でございます。一番下の丸印線、総人口の減少が続く中、四角印線の高齢者人口と三角

印線の認定者数は増加し続けております。今後も本町の高齢化は進むと推計されており

ます。 

 尚、認定者数が前年度と比べ、急増している主な要因につきましては、在宅医療と介

護連携の取り組みの充実によりまして、医療から介護につなげるケースが増えているこ

とによるもので、具体的には各医療機関の地域医療連携室等が、患者さんがスムーズに

退院出来るように、介護施設を始め行政や福祉にかかわる多くの機関につなぐケースが

増加したことによるものでございます。 

 次の４頁をお開き願います。 

 ４、認定審査会。 

 ①認定審査会の状況です。本町及び河南町、千早赤阪村と共同で設置している認定審

査会の開催回数は年間５０回で、太子町の審査数は５５６回です。 

 ②２次判定変更状況です。この表は、調査員の７４項目の調査結果をもとに、コンピ

ュータによる介護に必要な時間を推計する１次判定と、１次判定の結果をもとに主治医

意見書や特記事項等を加味し、認定審査会で決定されます２次判定の介護度の比較を表

しております。 

 次に、その下、③更新認定の状況です。認定を受けていた方の更新前と更新後の介護

度を比べたものです。介護度が高くなったケースが８０件で、軽度化が６９件となって

ございます。 

 次に、その下、④その他認定に関する状況です。認定の審査結果を３０日以内に出せ

るように取り組んでおり、年々短縮しているものの、認定に要した平均日数は３３.８

日となってございます。認定の行程につきましては、利用者からの認定申請を受け、１

次判定を行いまして、主治医意見書を添付して認定審査会で審査を受けておりますが、

主治医意見書を回収するのに平均１６.３日を要していることも３０日を超える要因と
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なってございます。 

 次の５頁、５、サービス利用状況における事業計画との比較です。 

 表は、左から、サービスの項目、単位、３０年度の計画値、３０年度の実績値、２９

年度の実績値、一番右が計画比となってございます。又、各年度の実績値は、年間の総

数を月平均に割り戻した数値としてございます。 

 尚、各サービスの回数と日数は一月当たりの総数を表示し、人数は一月当たりの利用

者数を表記しております。 

 ①介護予防サービスは、要支援１、２の方が利用するサービスで、当該年度より訪問

介護と通所介護が新しい総合事業に完全移行しており、ここでの主なサービスは介護予

防訪問看護や福祉用具貸与等となってございます。実績はほぼ計画通りとなっておりま

す。 

 次に、②居宅介護サービスの状況です。 

 サービスの中でも最も利用されているものが、表の一番上、訪問介護で月２千７８８

回、前年度との比較では４１１回の増、対計画比１０６.５％となってございます。 

 続いて、５段下の通所介護が、月１千５９６回、前年度との比較では９回の増、対計

画比は９３％となっております。 

 続いて、その下、短期入所生活介護が月７４４日、前年度と比較では９２日の増、対

計画比９３.７％となっております。 

 尚、その他の主なサービスについても、ほぼ計画通りの実績となってございます。 

 次の６頁をお開き願います。 

 ③地域密着型サービスです。表の５行目の認知症対応型共同生活介護、グループホー

ムですけれども、一番下の地域密着型通所介護は計画通りの実績となっておりますが、

表の下から３番目の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の実績は、対計画比８

２.８％となっております。 

 次に、④施設介護サービスは、入所、又は入院して利用するサービスです。介護老人

福祉施設は計画５１人に対しまして実績が５３人、介護老人保健施設は計画３９人に対

しまして４０人となってございます。 

 下の折れ線グラフは施設サービス利用者数の推移を表したもので、各年度３月末時点

の利用者数を表記してございます。 

 このようなサービス利用状況を受けまして、７頁、６、保険給付費の状況、①です。
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平成３０年度の保険給付費の状況です。表の一番上、給付費の半分弱を占める居宅サー

ビス給付費が対計画比９４.６％、その下、地域密着型サービス給付費が対計画比９

３％と計画値を下回ったことから、表の一番下、サービス給付費全体の合計は対計画比

９６％となっております。 

 尚、下の円グラフは、上の表のサービス給付費の割合をグラフ化したもので、居宅サ

ービス、地域密着型サービス、施設サービスの３つのサービスで８７.９％を占めてお

ります。 

 次の８頁をお開き願います。 

 上の折れ線グラフは、居宅サービス費のうち主なサービスについて、過去からの推移

を表わしております。一番上の白の四角の線、通所介護の占める割合が一番大きく、続

いて訪問介護、短期入所となっており、ひし形の線の訪問介護については、近年、増加

傾向となってございます。 

 ②居宅サービスにおける介護度別の対支給限度額比率です。サービス利用出来る支給

上限額に対してどのくらい利用されているかの平均値です。全国的に要介護度が重度に

なるほど利用率が高くなる傾向があります。本町も同様の傾向となってございます。 

 右の９頁、③特定入所者介護サービス費の状況です。施設サービス等の利用が困難と

ならないよう、居住費、滞在費と食費について、所得区分に応じた負担限度額を設定し

まして、低所得の方への負担軽減を行っております。非課税世帯の方が対象となり、３

つの負担段階区分の合計で１２２人に給付してございます。利用区分のその他は、短期

入所生活介護や地域密着型介護老人福祉施設の利用者となってございます。下の棒グラ

フの通り、第１段階から第３段階の利用者が半数以上を占めている状況となっておりま

す。 

 次の１０頁をお開き願います。 

 ７の地域支援事業の状況等です。 

 地域支援事業は、被保険者が要介護状態等となることを予防し、社会参加しつつ、地

域において自立した日常生活を営むことが出来るよう支援することを目的とし、地域に

おける包括的な相談及び支援体制、多様な主体の参画による日常生活の支援体制、在宅

医療と介護の連携体制及び認知症高齢者への支援体制の構築等を一体的に推進すること

としてございます。 

 各事業の説明については、支出内容も含めまして、決算書に基づいて説明させて頂き
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ます。 

 それでは、決算書の３０８、３０９頁をお開き願います。 

 歳出の方から説明させて頂きます。 

 １款総務費、支出済額２千１１５万２千５６６円。１項総務管理費、１目一般管理費、

支出済額１千２万３千３０３円。一般管理事業１２５万５千８６３円は、介護保険事業

の執行に係る事務費で、被保険者証等の印刷代や郵便料等の経費となっております。 

 次に、電算管理事業８７６万７千４４０円は、介護保険システムの保守やシステム機

器の賃借料等の経費です。 

 ２項徴収費、１目賦課徴収費、支出済額６４万７千６６４円。賦課徴収事業で、介護

保険料の賦課徴収にかかわる事務費で、納付書等の印刷代や郵便料等の経費となってお

ります。 

 次に、３項認定審査会費、１目認定調査費、支出済額１千４１万６千８１６円。認定

調査等事業で、要介護認定に係る費用で認定調査員の非常勤嘱託賃金や医師の意見書の

作成手数料等でございます。 

 ３１０頁、３１１頁をお開き願います。 

 その他、３町村で共同設置しております認定審査会の事務費負担金等です。 

 次、４項計画推進費、１目計画推進費、支出済額６万４千７８３円。計画策定事業で、

介護保険事業計画等推進委員会の開催に係る経費で委員報償費等でございます。 

 次に、２款保険給付費、支出済額１０億４千７６３万１千７０円。１項介護サービス

等諸費、１目介護サービス等諸費、支出済額１０億４千６９０万９千２３８円。介護サ

ービス等給付事業９億６千２７６万６千１９１円は、要介護１から５の方が対象となる

サービスで、居宅介護サービス給付費は、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護等の

給付費です。居宅介護サービス計画給付費は、ケアプラン作成に係る給付費です。居宅

介護住宅改修費は、手すりの取りつけや段差解消等の改修への給付費です。居宅介護福

祉用具購入費はポータブルトイレ、入浴補助用具、簡易浴槽等が対象となってございま

す。施設介護サービス給付費は、介護老人福祉施設や介護老人保健施設等の給付費です。

地域密着型介護給付費は、地域密着型介護老人福祉施設や地域密着型通所介護等の給付

費となっております。 

 次の、介護予防サービス等給付費事業１千８２８万３千９９７円は、要支援１、２の

方が対象となる事業で、サービス給付費、サービス計画給付費、住宅改修費、福祉用具
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購入費のそれぞれのサービス内容は、先程の居宅の介護サービスと同様となってござい

ます。 

 その次、高額介護サービス等事業２千３３３万８千９１２円は、同じ月に利用した介

護サービスの自己負担が高額になった場合に、所得区分に応じて上限額を越えた分を支

給するもので、利用者負担の軽減を図るものでございます。 

 次に、高額医療合算介護サービス等事業３１５万５千３６３円は、介護保険と医療保

険の両制度における自己負担の合計の上限を超えた部分を支給するものでございます。 

 次の、特定入所者介護サービス等事業３千９３６万４千７７５円は、介護保険施設利

用時の食費や居住費について、低所得の方に、上限を超えた部分について介護保険から

給付を行うものでございます。 

 次、２目審査支払手数料、支出済額７２万１千８３２円。審査支払事業で、国民健康

保険連合会が行う審査支払業務にかかわる手数料でございます。 

 ３１２、３１３頁をお開き願います。 

 ３款地域支援事業費、支出済額５千７２３万５千５９円。ここでは主な事業実績を説

明させて頂きますが、各事業の計画に対する実施状況や前年度実績等については、附属

説明資料の１０頁、１１頁に記載しておりますので、よろしくお願い致します。 

 １項介護予防・生活支援サービス事業費、１目介護予防・生活支援サービス事業費、

支出済額１千２２２万４千７９９円。本事業費の対象は、要支援１、２を含む介護予

防・生活支援サービス事業対象者となってございます。 

 訪問介護相当サービス事業１９６万８千２９９円は、事業者が実施します介護サービ

スに相当する訪問介護サービスで、延べ９１人の利用がありました。 

 訪問型サービスＢ事業、住民主体による支援４万円は、住民主体の生活援助等サービ

スを実施する団体、寿喜菜の会への補助金で、サービス提供者１人当たり月２千円で、

延べ２０人分に対する補助となってございます。 

 尚、サービス利用者は延べ３０人です。 

 次、訪問型サービスＣ事業、短期集中予防サービス５７万９千１９５円は、保健や医

療の専門職が期間を設定し、集中的に訪問型サービスを提供するもので、延べ７３人に

対しサービスを行いました。 

 次、訪問型サービスＤ事業、移送前後の生活支援６２万８千２００円は、住民主体の

移動に係るサービスを実施する団体への補助金で、桜草クラブ、プラスワンサービス、
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寿喜菜の会に対して補助しており、サービス利用者数は延べ４８３人でございます。 

 通所介護相当サービス事業６８４万９千８１１円は、事業者が実施する介護サービス

に相当する通所介護サービスで、延べ２５４人の利用がありました。 

 次、通所型サービスＣ、短期集中予防サービス１２９万１千７１４円は、作業療法士

等の専門職による短期集中予防で、保健センターで実施しております生き生きトレーニ

ングに係る経費で、主に看護師賃金や作業療法士への報償費です。計３９回実施し、参

加人数は延べ４００人です。 

 尚、本事業参加者の送迎は、プラスワンサービスが実施する訪問型サービスＤ事業に

より行っております。 

 次の介護予防ケアマネジメント事業８６万７千５８０円は、介護予防・生活支援サー

ビス対象者のケアプラン作成に係る経費で、作成件数は延べ１９６件です。 

 ３１４頁、３１５頁をお開き願います。 

 ２項一般介護予防事業費、１目一般介護予防事業費、支出済額７９１万２千８６２円。

介護予防把握事業７３万１千５１７円は、看護師によるふれんど訪問に係る経費で、介

護予防が必要な方を早期に把握し、必要な相談、指導を行う為、閉じこもりがちな方４

４人を対象に延べ１６９回の訪問を行いました。 

 介護予防普及啓発事業１９８万８千９１８円は、福祉センターの１階で実施しており

ます、お達者トレーニングやお達者健康講座の実施に係る歯科衛生士、栄養士、看護師

等の賃金や報償費、又、生きがい活動の支援事業として福祉センターの２階で週４回実

施しておりますお達者サロンや介護予防教室の委託料等の経費となってございます。延

べ４千２０８人の方に参加して頂きました。 

 尚、お達者サロンについては、平成３０年１０月より、指定管理者である社会福祉協

議会のもと、住民主体のサロンとして形を変え、喫茶コーナー等を自分達で運営されて

おられます。 

 地域介護予防活動支援事業２１８万３千５４７円は、元気ぐんぐんトレーニングの活

動支援や高齢者交流サロンへの事業費補助、又、閉じこもりがちな高齢者を対象とした

ふれあい農園等に係る経費です。２５グループ、実２４０人の方が集会所等を利用して

トレーニングされており、７ケ所の交流サロンには延べ５千６５８人の方が参加されて

います。 

 その他、ふれあい農園や男性高齢者の自主活動として男のたまり場等への参加人数は
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延べ５０９人となっております。 

 地域リハビリテーション活動支援事業３００万８千８８０円は、地域での介護予防に

係る運動指導士同士による支援事業で、元気ぐんぐんトレーニングや高齢者交流サロン

等、地域リハ活動への支援を行いました。 

 次の３１６、３１７頁をお開き願います。 

 ３項包括的支援事業・任意事業費、支出済額３千７０７万２千６０４円、１目総合相

談事業費、支出済額２千２１８万８３８円、職員人件費１千７４２万７千８７９円は、

地域包括支援センター正職員２名の人件費です。 

 総合相談事業４４１万９千２１９円は、地域包括支援センター運営に係る社会福祉士

の賃金や、休日、夜間の相談窓口業務の委託料等で、３２８件の一般総合相談と１１件

の休日夜間総合相談がありました。 

 次、地域支援ネットワーク事業３３万３千７４０円は、安心太子見守りネットワーク

事業に登録している高齢者４８人に対する看護師の賃金です。 

 ２目権利擁護事業費、支出済額１２万９千６００円。権利擁護事業で高齢者の虐待防

止等に係る支援事業委託料で、金銭トラブル等の４件のケースに対しまして弁護士から

４回の支援を受けてございます。 

 次に、３目包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費、支出済額３万円。 

 次の３１８、３１９頁をお開き願います。 

 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業３万円は、河南町・太子町地域ケア担当者

会議の講師謝礼で、年４回開催しております。 

 ４目任意事業、支出済額５０９万６千３２２円。介護給付等費用適正化事業９４万９

千５７円は、介護給付費通知、ケアプラン点検や適正化システムの委託料に係る経費で、

１千８２件の通知、町内３事業所を対象に１５件のケアプランの点検を行いました。 

 次の家族介護支援事業２４７万７千５５４円は、家族介護講座の委託料と紙おむつ等

の介護用品の給付で、５１人の方に給付しました。 

 次、介護相談員等派遣事業６３万６千３６９円は、介護相談員派遣に伴う報償費と研

修負担金等で、現在８名の方にご活躍して頂き、町内の事業所に対し２０８回の訪問を

して頂きました。 

 次、成年後見制度利用支援事業４８万１千８２６円は、町の申し立てにより、審判を

受けた方が生活保護受給者等に該当した場合に、成年後見人費用助成で３名の方に対し
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助成しております。 

 次、見守り訪問事業５４万５千５１６円は、高齢者の見守りに係る各委託料で、食の

自立支援事業は、対象者８人、延べ４５３食分、乳酸菌飲料の配付による愛の一声見守

り訪問は、対象者３人、延べ４２６件、緊急通報装置受信・相談業務は３９件の実績と

なってございます。 

 次の、住宅改修支援事業６千円は、居宅のケアプランを立てていない３人の方の住宅

改修理由書作成に対して補助を行いました。 

 次の３２０、３２１頁をお開き願います。 

 ５目在宅医療・介護連携推進事業費、支出済額１７７万１千９３３円。在宅医療・介

護連携推進事業で、本事業を含めた社会保障充実４事業の事務補助アルバイトの賃金と、

３町村と３師会との６者による地域包括支援ネットワーク推進協議会により取り組みを

進める為の事務委託料、又、医療・介護情報マップ等の作成事務負担金でございます。 

 尚、認知症フォーラムへの参加者は１１２人でした。 

 次の、６目生活支援体制整備事業費で、支出済額３５３万６千９０６円。生活支援体

制整備事業で、地域づくりからの支え合い勉強会とフォーラム、又、ＳＡＳＡＥ 愛 太

子協議体開催に係る経費を始め、生活支援コーディネーター設置に係る委託料となって

ございます。主な事業実績は、支え合い勉強会を１７回開催し、延べ３８４人の参加が

ありました。 

 次の、７目認知症総合支援事業費、支出済額３７０万５千９０１円。認知症地域支

援・ケア向上事業３６５万７千１８１円は、地域包括支援センターに配置する認知症地

域支援推進員である社会福祉士の人件費と、認知症ケアパス冊子の印刷製本費となって

ございます。 

 ３２２、３２３頁をお開き願います。 

 認知症初期集中支援推進事業４万８千７２０円は、平成３０年４月に設置した認知症

初期集中支援チーム、通称オレンジチームのチーム員研修に伴う負担金等です。 

 ８目地域ケア会議推進事業費、支出済額６２万１千１０４円。地域ケア会議推進事業

で、地域ケア会議の開催に係る専門職の報償費や派遣委託料です。事業実績は、自立支

援ケアマネジメント型の地域ケア会議を１２回開催し、４７ケースを検討しました。又、

個別困難事例型の地域ケア会議を６回開催致しました。 

 ４項その他諸費、１目審査支払手数料、支出済額２万４千７９４円。審査支払事業で、
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国民健康保険連合会が行う審査支払業務に係る手数料です。 

 次、４款基金積立金、１項基金積立金、１目介護給付費準備基金積立金、支出済額２

千７９３万８千４６０円。介護給付費準備基金積立金事業で、２９年度決算の剰余金の

積立となってございます。 

 次の、５款公債費、１項公債費、１目利子の支出はございませんでした。 

 次の、６款諸支出金、支出済額１千４５１万５千６４３円。１項償還金及び還付加算

金、支出済額１千４５１万１千５２４円。 

 次の３２４頁、３２５頁をお開き願います。 

 １目第１号被保険者還付金、支出済額８万４千８０円。第１号被保険者還付金で、転

出や死亡時等、過年度分の保険料分を還付致しました。 

 ２目第１号被保険者還付加算金の支出はございませんでした。 

 ３目償還金、支出済額１千４４２万７千４４４円。国・府等支出金返還金で、国・府

等からの支出金の精算による返還金でございます。 

 ２項繰出金、１目一般会計繰出金、支出済額４千１１９円。一般会計繰出金で、前年

度の一般会計繰入金の精算に伴うものです。 

 以上で、歳出について説明を終わります。 

 続きまして、３０２頁、３０３頁をお開き願います。 

 歳入の説明をさせて頂きます。 

 １款保険料、１項介護保険料、１目第１号被保険者保険料、収入済額２億８千４０１

万４千６２０円。 

 尚、不納欠損２２３万６千３１０円は、介護保険法第２００条第１項の規定による２

年の請求権消滅の為、時効となったものでございます。 

 次の、２款使用料及び手数料、１項手数料、２目督促手数料、収入済額４万４千８０

０円は、４４８件の督促手数料です。 

 次の、３款国庫支出金、収入済額２億４千４８２万２千９９７円。１項国庫負担金、

１目介護給付費負担金、収入済額１億９千１７２万９０９円は、保険給付費に対する国

からの負担金です。 

 次の、２項国庫補助金、収入済額５千３１０万２千８８円。１目調整交付金、収入済

額２千９５５万７千円は、普通調整交付金です。 

 ２目地域支援事業交付金、収入済額１千９９４万１千８８円は、地域支援事業に対す
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る国からの交付金です。 

 ３目介護保険事業費補助金、収入済額１６５万円は、システム整備に対するものとな

ってございます。 

 ４目保険者機能強化推進交付金、収入済額１９５万４千円は、高齢者の自立支援・重

度化防止等に関する取り組みを支援するもので、平成３０年度からの新たな交付金とな

ってございます。 

 次の、４款支払基金交付金、１項支払基金交付金、収入済額２億９千１８３万５千円。

１目介護給付費交付金、収入済額２億８千２４０万円は、４０歳から６４歳の第２号被

保険者の保険料で、社会保険診療報酬支払基金からの交付金でございます。 

 ２目地域支援事業支援交付金、収入済額９４３万５千円は、地域支援事業に対する支

払基金からの交付金です。 

 次の、５款府支出金、収入済額１億５千６６６万５千７１０円。 

 ３０４頁、３０５頁をお開き願います。 

 １項府負担金、１目介護給付費負担金、収入済額１億４千６３４万１千１７円は、保

険給付費に対する大阪府からの負担金です。 

 ２項府補助金、１目地域支援事業交付金、収入済額１千３２万４千６９３円は、地域

支援事業に対する大阪府からの交付金です。 

 次の、６款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金、収入済額８万３千４

５１円は、介護給付費準備基金積立金の利子でございます。 

 次の、７款繰入金、１項一般会計繰入金、収入済額１億６千６１５万９千８０円は、

次の５つの一般会計からの繰入金で、１目介護給付費繰入金、収入済額１億３千９５万

３千８８３円。２目地域支援事業繰入金、収入済額１千３４０万７千９２１円。３目そ

の他一般会計繰入金、収入済額１千９４３万９千３６６円。１節事務費等繰入金、収入

済額１千６２０万８千７５８円。２節認定審査会共同設置繰入金、収入済額３２３万６

０８円。４目低所得者保険料軽減繰入金、収入済額２３５万７千９１０円となってござ

います。 

 ２項基金繰入金、１目介護給付費準備基金からの繰り入れは行っておりません。 

 次の、８款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、収入済額４千２２８万６千５７２円は、

平成２９年度からの繰越金です。 

 次の、９款諸収入。 
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 次の３０６頁、３０７頁をお願い致します。 

 １項遅延金加算金及び過料、１目第１号被保険者延滞金、収入済額１万８千４００円

は、第１号被保険者延滞金となってございます。 

 以上で説明を終わります。よろしくご審議の上、ご認定賜りますようお願い申し上げ

ます。 

○村井委員長 只今、歳入歳出の説明がありました。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

○田中委員 ７期が始まったということで、７期については保険料が据え置きのままでや

って頂いている中で、一定の黒字も出して頂いて頑張って頂いているかなというように

思うんですけれども、その中で見たら、やっぱり訪問介護の回数そのものは大体計画を

上回っているんですけれども、居宅サービス費等、地域密着型サービス給付費、ここら

がちょっと９３、９４ぐらいになっているんですけれども、そこらが大きいのかなと思

うんですけれども、それの何か原因とか、そういったものはあるんですか。 

○東條高齢介護課長 今、ご質問が委員の方からありました保険給付費の居宅等の計画に

対する実績というところでございますけれども、当然、人口の推計、高齢者数を含めて

推計値に基づきまして、実績を含めて計画値を設定しておりますが、若干、厚労省の見

える化システムで全国ある程度統一的な保険料の考え方ということで、何れにせよ若干

安心目となっておりまして、実際には来年、再来年を含めまして、これからまた高齢者

も伸びていきますので、安定した感じで進んでおるのではないかなと考えておるところ

でございます。 

 以上です。 

○田中委員 あと、認定者数の伸びの中で、医療機関と連携の中にちょっと増えたん違う

かなというご説明があったんですけれども、基本的に医療機関で入院されて、それから

在宅とか、又、施設に入るような時に、やっぱり非常に連携とかが重要になってこよう

かと思うんですけれども、そこの今後の連携の強化とかについては何かご意見ございま

すか。 

○東條高齢介護課長 医療と介護の連携につきましては、当然、介護事業者、介護の保険

者であります市町村と医師会も含めまして、医療の角度からも大阪府が計画を作りまし

て進んでおります。当然、本町におきましても河南町、千早赤阪村とのネットワーク会
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議、３師会と持ちまして、今年度の決算におきましては、介護医療連携マップというの

を作りまして、介護事業所と医療機関とにマップで情報を共有出来るようなのを作りま

して、それを活用してさらなる連携をということで、当然、医療機関の方からも介護へ

の連携ということが増えておりまして、この認定者数の増につながっているというふう

に分析しております。 

 以上です。 

○田中委員 是非とも積極的にやって頂いて、又、そういったことが認定にかかる日数の

短縮にもつながろうかと思いますので、またよろしくお願いします。 

○村井委員長 他にございませんか。 

○阪口委員 先程、総合支援状況も２９年度から始まって２年目、決算だということで、

附属説明資料の１０頁、１１頁にも真っ黒になるぐらいいろんな事業が書いてある訳で

すけれども、特に要支援の方は介護給付から外して支援事業でやっていくということな

んですけれども、説明でも住民主体で取り組んでいるというようなことをかなり言って

おられましたけれども、住民主体でやるのはいいんですけれども、ボランティア頼みと

かいうので、人の確保、全国的には非常に大変だということですけれども、太子町の方

ではその辺の確保は順調にいっているんでしょうか。 

○東條高齢介護課長 今ご質問にありました介護保険制度の改正に伴いまして、要支援の

方が総合事業、市町村事業にというのと、又、住民主体でというご質問かと思います。 

 ちょっと余談になるかわからないんですけれども、昨日、一昨日もいきがい・助け合

いサミットということで、国際会議場、グランキューブでそういうようなサミットがあ

りまして、全国から３千３００人の参加者がおられました。グランキューブ貸し切りで

ということで。そこに老健局長とかも来られるような、さわやか福祉財団が主催でやっ

ている事業なんですけれども、それにおきましてもうちのＳＡＳＡＥ 愛 太子協議体の

メンバーに声をかけたところ、１０数名の方が参加して頂く熱心な形で、太子町から２

５名参加させて頂きました。 

 その中でもいろんな分科会、５０ぐらいの分科会があるんですけれども、その中でも

話が出ておりましたのは、やはりこの介護保険制度を持続可能にしていく為に、実際に

制度としては住民主体というのも含めて進めていかなければどうしようもないというの

は国の制度の中でありまして、当然、今後、高齢者が増えていくということなので、太

子町におきましてもその国が考えております制度の中で一番いいような形で、住民主体
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というのは今言って今すぐに生まれるようなものではございませんので、出来るだけこ

れについては先行的に実施していきたいなと思っておる次第でございます。 

 以上です。 

○阪口委員 国の方がどっちかといったら大変だということで、自治体や住民の方にしわ

寄せになっているという可能性もあるし、又、施設の方も、これは結局報酬の額を下げ

られるとこういう事業には参加しにくいようなこともなってくるのではないかというふ

うに思います。 

 市町村によったら、もう色々やっていて、卒業だということで支援しないということ

も言われていますけれども、その辺も含めてどう思っておられるか、太子町ではそんな

ことないとか、その辺がどういうふうに事業を進められているでしょうか。 

○東條高齢介護課長 介護保険制度の中で介護認定を出す時に窓口での締め出しがあるの

ではないかというような、報道等でも各市町村さんでも色々取り扱いが違うというとこ

ろを報じられている内容についてかと思います。本町におきましては、当然、必要な方

に必要なサービス提供をということで、窓口の方でも徹底をしておりますので、認定の

申請に来られた時に窓口で、元気だから排除しますとかいうよりは、常にお話を聞かせ

て頂いて、一番いいサービスにつなげるような形で考えております。 

 以上です。 

○村井委員長 他にございませんか。 

○森田委員 地域密着型の福祉施設ですけれども、地域密着型、これはふくの音ですね、

一番下に書いてあるのは。入居者が２３、２６、２３、２５か書いてあるんですけれど

も。これは実際何人収容出来るのかな。 

○東條高齢介護課長 地域密着型の介護老人福祉施設の入所者生活の計画、２９人という

ことで、実際にはもうふくの音の定員２９名が定員となってございます。 

 以上です。 

○森田委員 これ、２９名だけれども、この入居者が書いてあるのはこれだけということ

ですよね。 

○東條高齢介護課長 ここで示させて頂いていますのが年間を通して割り戻した実績とな

ってございまして、現在は定員の方が２９名なんですけれども、２８名と言われたと思

うんですけれども、一番最近の情報ではそういった入所状況となってございます。 

 以上です。 
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○森田委員 今まで、美野の里でだったら１年ほど待たなければならないとか色々言って

おられたけれども、今は大体入所出来ますか。 

○東條高齢介護課長 広域型の美野の里の方は、ちょっと手元に細かい数字はございませ

んけれども、太子町でも数十人の方が待っておられるということです。やはりユニット

型のふくの音につきましては、今現在、１名空きがあるようなことも言っておられた、

すいません、ちょっと入院されている方でベッドは空いているけれどもというような情

報なので、ほぼ最近は満床というようなことは聞いてございます。 

 以上です。 

○村井委員長 他にございませんか。 

○阪口委員 ２９年度の、１０頁、１１頁の説明資料なんですけど、随分と認知症の項目

が増えているというふうに思うんですけれども、認知症に対しての事業が増えているん

でしょうか。認知症キャラバン・メイトとか、ＳＯＳネットワークとか、認知症フォー

ラムとか、認知症カフェとか、その辺、認知症に対する取り組みというのはどうなって

いるんでしょうか。 

○東條高齢介護課長 認知症におきましては、ご承知の通り認知症の大綱を作成されたこ

ともございます。当然、認知症の方がこれから増えていくというのも日本全国的なこと

となってございまして、先日もうちの職員の方が近畿ブロックでの研修会、熱心にいろ

んなことを認知症対策については取り組んでいかなければならないということで、実際

にはオレンジチームの方も活発に動くようなことを考えているところと、あとは３０年

度の決算におきましては、認知症ケアパスといいまして、この時に認知症になったらこ

の段階ではどういうふうな関わり方をしていいかというような、２千部ですか、そうい

うガイドブック的なものを作らせて頂きまして、必要なところで配布させて頂いており

ます。 

 以上です。 

○阪口委員 太子町では力を入れて取り組んでおられるというふうには思うんですけれど

も、認知症、介護度、要支援とか介護１、２とか、低いような段階で見ていく場合、特

に気をつけないといけないと専門家の皆さんが言っておられるのは、軽度の時に対処し

ていたら認知症は進まないと。ですから、軽度の時に出来るだけ専門家が見るべきだと

いうふうに言われています。 

 支援事業で、余り経験の少ない方が認知症の方を見るよりか、専門家が見られた方が
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いいというふうに思うんですけれども、その辺はどのようにお考えなんでしょうか。 

○東條高齢介護課長 今、委員のおっしゃいました、当然、軽度の時にということで、フ

レイル予防も含めまして、今の取り組み自体が当然軽度といいますか、要支援状態にな

る間ぐらいの、そういったところを出来るだけみんなにかかわって頂いて、対応してい

こうというような形を考えておりまして、ある程度今の高齢者交流サロンにつきまして

も、そこに運動機能を備えたような形に変えていくとかいうのも検討しているところな

んですけれども、シルバー新聞という情報紙があるんですけれども、そこにも書いてい

たのは、やはり今後はそういった通いの場、集いの場にも医療とか専門職の方が入って

いってというのも言われておりますので、うちの方も当然、運動指導士が集いの場、通

いの場には、何回もと言ったらあれですけど、かなり数多く活動しておりますので、今

後もその取り組みは進めていきたいと思っております。 

 以上です。 

○村井委員長 他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○村井委員長 ないようでございますので、質疑を終わります。 

 討論に入ります。 

 討論ございませんか。 

 反対の討論を許します。 

○阪口委員 認定第６号、平成３０年度太子町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につい

て、反対の立場で討論を行います。 

 平成３０年度介護保険特別会計の決算は、歳入１１億８千５９３万１千円、歳出１１

億６千８４７万３千円で、歳入歳出差引額１千７４５万８千円の黒字決算です。 

 介護保険制度は２０００年に介護を社会全体で支えることを目的にスタートしました。

しかし、当初から財源の負担割合が公費５０％、保険料５０％とした為、高齢化と共に

介護サービスの利用者が増えれば増える程保険料がはね上がるという矛盾がありました。 

 更に、安倍政権はこの間、要支援者サービスの保険給付外し、特養入所者の要介護３

以上への限定、利用料の２割負担、３割負担の導入、施設の食費、居住費の負担増等、

介護保険を一層サービス利用出来ないものにする改悪を進め、介護事業者の経営や介護

現場の人手不足を加速する介護報酬の大幅削減を強行してきました。 

 太子町は第７期保険料を据え置く等、努力はされていますが、国や府に財政的支援を
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強く求めると共に、町独自に、せめて低所得者への介護保険利用料の減免制度を創設す

る等、保険あって介護なしという制度から、安心して介護を受けられる制度への転換を

求め、反対の討論と致します。 

○村井委員長 続いて、賛成の討論ございませんか。 

 賛成の討論を許します。 

○田中委員 認定第６号、平成３０年度太子町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につい

て、賛成の立場で討論を行います。 

 本介護保険特別会計は、介護保険法に基づき、被保険者の要介護状態等に応じ必要な

保険給付を行うと共に、被保険者が要介護状態等となることを予防し、社会に参加しつ

つ、地域において自立した自助生活を営むことが出来るよう支援することを目的とした

地域支援事業を実施する事業会計であります。 

 本決算は、本町において新たに開始した介護予防日常生活支援総合事業の２年目、又、

第７期介護保険事業計画の初年度であり、概ね計画通りの決算となっております。事業

運営につきましては適正な保険給付に努めており、その財源となる保険料の徴収及び保

険給付実績に基づく国府支払基金、町のそれぞれの負担割合による歳入についても適切

に行われております。 

 又、地域支援事業につきましても、地域包括ケアシステムの構築に向け、総合事業に

おける多様なサービスの構築、一般介護予防の充実を始め、包括支援事業等も積極的に

展開されており、一定の評価が出来るものであります。 

 以上により、本決算の認定に賛成致します。 

○村井委員長 他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○村井委員長 ないようでございますので、討論を終わります。 

 採決致します。 

 認定第６号を原案通り認定することに賛成の方のご起立を求めます。 

（賛成４名・反対１名） 

○村井委員長 起立多数でございます。 

 よって、認定第６号、平成３０年度太子町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につい

ては、原案通り認定することに決しました。 

 次に、認定第７号、平成３０年度太子町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定に
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ついて、これを議題と致します。 

 歳入歳出を通して説明を受けたいと思います。 

 本件について説明を求めます。 

○子安保険医療課長 それでは、認定第７号、平成３０年度太子町後期高齢者医療特別会

計決算につきまして、ご説明をさせて頂きます。 

 まず、附属説明資料をお願い致します。 

 １頁をお願い致します。 

 １頁、歳入からご説明申し上げます。 

 歳入合計１億８千４６１万円で、前年度と比べて４３１万８千円、２.４％の増とな

っております。 

 まず、保険料ですが、１億４千２７４万８千円で、被保険者数の増加に伴い、前年度

と比べて２１８万７千円、１.６％の増となっております。 

 一般会計繰入金ですが、３千５９４万２千円で、対前年度比１１６万６千円、３.

４％の増となっております。 

 尚、内訳と致しまして、事務費繰入金が電算用備品購入費で減となったこと等により、

前年度比２４万円、６.８％の減となっております。 

 又、保険料の軽減対象者の増加に伴い、保険基盤安定繰入金で前年度と比べて１４０

万６千円、４.５％の増となっております。 

 又、諸収入につきましては、前年度に続いて平成３０年度もございませんでした。 

 次に、その下、歳出でございます。 

 歳出合計１億７千８６９万７千円で、対前年度比４３１万６千円、２.５％の増とな

ってございます。 

 総務費でございますが、一般管理費で電算用備品購入費の減等により、対前年度比２

４万円、７.７％の減の２８８万１千円となっております。 

 又、徴収費は前年度比２千円、０.５％減の４１万２千円となり、総務費全体では２

４万２千円、６.９％の減の３２９万３千円となっております。 

 次に、広域連合納付金ですが、前年度と比べまして４２３万５千円、２.５％増の１

億７千４８２万９千円となっております。これは歳入で申し上げました通り、被保険者

数の増加に伴う保険料収入の増加によるものとなっております。 

 又、この財源につきましては保険料に加え、一般会計からの基盤安定繰入金で賄って



－２１０－ 

おります。 

 尚、歳入歳出差引額は５９１万３千円の黒字となっております。 

 右の頁、２頁をお願い致します。 

 ２、被保険者数の状況でございます。平成３０年度末時点でございますが、１千８２

０人、前年度より７１人、４.１％増加致しております。 

 次、３、保険料収納状況ですが、収納率のうち年金からの特別徴収は１００％で、普

通徴収の現年度分は９９.５％、特別徴収と普通徴収の両方を合わせた現年分合計では

９９.８％の収納率となっております。 

 又、表の中央の列、還付未済額につきましては、保険料収納後に異動や死亡等により

まして保険料の還付が発生しますが、その年度内に処理が出来なかった分を計上させて

頂いております。右隣の不能欠損額９千３２８円は、被保険者の死亡や生活保護開始等

により欠損処理したものでございます。 

 ４、保険料の賦課状況ですが、まず（１）保険料賦課率等及び賦課限度額は、平成３

０年度は２年毎の保険料率の見直しが行われ、均等割５万１千４９１円、所得割９.９

０％、賦課限度額が６２万円となっております。 

 次に、（２）保険料軽減の状況ですが、７割、５割、２割に加え、被用者保険の旧被

扶養者を加えた合計で１千１１６人、全体の６１.３％の方が軽減を受けている状況と

なっております。前年度より７１人の増となっております。 

 尚、年金収入が８０万円以下の方の９割軽減は４４９人となっております。又、軽減

後の１人当たりの保険料は本算定時点で７万９千４７９円となっております。 

 以上で、附属説明資料の説明を終わらせて頂きます。 

 次に、決算書をお願い致します。 

 歳出からご説明申し上げます。 

 決算書の３４４、３４５頁をお願い致します。 

 １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、支出済額２８８万６７２円は、被保

険者証や限度額認定証の郵送料、電算システムの維持、保守に係る経費となっておりま

す。 

 ２項徴収費、１目徴収費、支出済額４１万２千１１８円は、納入通知書や督促状の印

刷、郵送料となっております。 

 ２款広域連合納付金、１項広域連合納付金、１目広域連合納付金、支出済額１億７千
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４８２万９千３５４円は、保険料及び保険料の軽減分としての保険基盤安定繰入金を広

域連合へ納付致しております。 

 ３款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目保険料還付金、支出済額５７万４千

９９４円は、過年度分の保険料に係る還付金でございます。 

 歳出につきましては以上です。 

 １頁お戻り頂きまして、歳入でございます。 

 ３４２、３４３頁をお願い致します。 

 １款後期高齢者医療保険料、１項後期高齢者医療保険料、１目特別徴収保険料、収入

済額８千４８１万６千７６０円となっており、２目普通徴収保険料、１節現年度分、収

入済額５千７８５万７千３８円、２節滞納繰越分、収入済額７万３千８１０円となって

おります。 

 ２款使用料及び手数料、１項手数料、１目督促手数料、収入済額９千１００円となっ

ております。 

 ３款繰入金、１項一般会計繰入金、１目事務費繰入金、収入済額３２８万３千６９０

円は総務費に充当致しております。 

 ２目保険基盤安定繰入金、収入済額３千２６５万８千５８４円は、政令軽減を受けて

いる１千１１６人分の保険料軽減額を一般会計から繰り入れております。 

 ４款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、収入済額５９１万６７８円は、平成２９年度

からの繰越金となってございます。 

 ５款諸収入につきましては、平成３０年度の収入はございませんでした。 

 以上、平成３０年度太子町後期高齢者医療特別会計決算の説明につきましては以上で

ございます。何卒よろしくご審議の上、ご認定賜りますようよろしく申し上げます。 

 以上でございます。 

○村井委員長 只今、歳入歳出の説明がありました。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

○阪口委員 後期高齢者医療制度というのは１０年ほど前に出来て、高齢者が増える度に

やっぱり保険料が上がっていくような制度になってきていると思うんですけれども、大

阪府は大体、全国的に保険料はどれぐらいの、何番目ぐらいに高いんでしょうか。 

○子安保険医療課長 大阪府におけます後期高齢者医療保険料、１人当たりの比較という



－２１２－ 

ことになろうかと思いますけれども、全国的に見てどうなのかというご質問でございま

す。 

 データとしては、今現状持ち合わせているのが、直近で３０年度分がございます。こ

れでいきますと、大阪府は１人当たり保険料８万６９２円で、東京都、神奈川県、愛知

県、兵庫県に次いで、今現状、５番目という高さになっております。 

 以上です。 

○阪口委員 ５番目に高い８万何ぼということなんですけれども、後期高齢者医療制度、

今現在は窓口負担というか、負担は何割なんですか。 

○子安保険医療課長 後期高齢者医療制度に関しましては、通常、一般の方につきまして

は１割負担、現役並み所得の方に関しては３割負担という形となっております。 

○阪口委員 それが今、どうも審議されているのが２割負担になるというふうなことも言

われていますけど、その辺は現場を扱っておられる方としてどう思われますか。 

○子安保険医療課長 どう思うかというのはなかなかお答えしにくい部分ではあろうかと

思うんですけれども、今、阪口委員の方からもお話がありましたように、この間、国保

の方におきましても経過措置ということで１割負担の方と２割負担の方がいらっしゃい

ました。３１年度からは国保の方、全て２割負担の方のみとなっておりますので、国の

動きとして、このタイミングで後期についても２割負担にという話はかねてから出てお

りましたが、現状においては従来通りの１割負担を中心とした内容となっております。 

 以上です。 

○阪口委員 聞き方があれやったんですけれども、私個人にとっても、この間、どう言う

のか、国保の３割負担で、７０歳になって負担が１割になると思っていたら現役並みと

いうことで３割と。７５歳になって、また１割負担かなと思ったら、また２割負担と。

結局は、我々の年代の後期、所謂団塊の世代という人が、年を重ねていくごとに追いか

けられるように負担が上がっていく、これ、こういう制度は本当によくないというふう

に思いますので、本当に国の方が高齢者の生活を守るというのか、そういう制度に変え

ていくべきだというふうに思います。これは要望になるかと思いますけれども。 

○村井委員長 他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○村井委員長 ないようでございますので、質疑を終わります。 

 討論に入ります。 
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 討論ございませんか。 

 反対の討論を許します。 

○阪口委員 認定第７号、平成３０年度太子町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定

について、反対の立場で討論を行います。 

 平成３０年度の後期高齢者医療特別会計の決算は、歳入で１億８千４６１円、歳出で

１億７千８６９万７千円、歳入歳出差引額は５９１万３千円の黒字決算になっています。 

 後期高齢者医療制度は、国民を年齢で区切り、高齢者を別枠の医療保険に強制的に抱

え込んで負担増と差別医療を押しつける、世界でも例を見ない悪法です。２００８年の

制度導入以来、保険料値上げが実施され、高齢者の生活を圧迫する重大事態になってい

ます。 

 制度導入時、自公政権は国民の批判をかわす為、低所得者の保険料を軽減する特例軽

減措置を導入しましたが、安倍内閣はその特例軽減の一部を打ち切りました。更に後期

高齢者の窓口負担のあり方、原則１割を２割に、外来受診時の定額負担の導入、薬剤費

の患者負担の引き上げ等、医療改悪を進めようとしています。 

 高齢者いじめの後期高齢者医療制度を速やかに撤廃することを強く求めまして、反対

の討論と致します。 

○村井委員長 他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○村井委員長 ないようでございますので、討論を終わります。 

 採決致します。 

 認定第７号を原案通り認定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成４名・反対１名） 

○村井委員長 起立多数でございます。 

 よって、認定第７号、平成３０年度太子町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定

については、原案通り認定することに決しました。 

 それでは、ここで暫時休憩と致します。 

午前１１時５７分 休 憩 

                                        

午後 １時００分 再 開 

○村井委員長 それでは、再開致します。 
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 次に、条例関係の議案第２６号、太子町立幼稚園設置条例中改正の件、これを議題と

致します。 

 本件について説明を求めます。 

○池田教育総務課長 それでは、議案第２６号、太子町立幼稚園設置条例中改正の件につ

きましてご説明申し上げます。 

 本改正は、本年１０月より幼児教育の負担軽減を図る少子化対策として、又、将来に

わたる人格形成の基礎を培う幼児教育の充実の為、子ども・子育て支援制度の一環とし

て実施される幼児教育・保育の無償化に伴う所要の改正でございます。内容と致しまし

ては、３歳から５歳の保育料の無償化により、関係する条文の削除等を行うものです。 

 それでは、恐れ入ります、議案書の３頁目の新旧対照表をお願い致します。 

 表の右側の旧の第６条は保育料に関する条文で、今回の無償化に伴い全文削除となり

ます。あわせて、関連する別表第１、第６条関係についても全文削除してございます。 

 次に、第６条を削除しましたので、第７条及び第８条をそれぞれ第６条及び第７条に

改めております。又、改正後の第６条第３項の改正は、預かり保育料の生活扶助受給者

等に対する減免の規定で、旧第６条第４項で保育料について生活扶助受給者等に対する

減免の規定を旧７条第３項で預かり保育についても準用しておりましたが、今回、第６

条の削除により、新たに預かり保育料についても生活扶助受給者等に対する減免の規定

を第６条第３項において改正するものでございます。 

 恐れ入ります、戻って頂きまして、議案書の２頁目をお願い致します。 

 附則でございます。施行期日で令和元年１０月１日から施行することとしております。 

 以上、簡単ではございますが、議案第２６号、太子町立幼稚園設置条例中改正の件の

ご説明とさせて頂きます。何卒よろしくご審議頂き、ご議決賜りますようお願い申し上

げます。 

○村井委員長 只今、説明がありました。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

○寺町委員 生活保護法による生活扶助を受けている時という文言のところなんですけれ

ども、新旧対照表のところ、町長はというところで、その他特別の理由があると認める

という、その特別の理由というのはどういうことが例外として挙げられますか。 

○池田教育総務課長 今のところ特段の事例はございませんけれども、例えば災害で大き
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く被害を受けた方の減免とか、そういうことを想定してございます。 

○寺町委員 家庭環境的なところでは配慮するような余地はありますか。 

○池田教育総務課長 基本的には生活扶助ということで規定をしてございますので、特段

の規定をしてございません。状況に応じてという判断になるかと思います。 

○村井委員長 他にございませんか。 

○阪口委員 幼児教育・保育の無償化ということで、町立幼稚園については無償化の財源

構成、あれは町単独で今までやっていた部分があるんですけれども、それが今度無償化

になるということですけど、勉強会でもらった資料で、今月までと、来年３月までと、

来年の４月以降と、それぞれ網かけで町が４分の１負担すると。網かけ部分が余り大き

さが変わっていないんですけれども、町に対しての幼児教育・保育の無償化の財源措置

というか、その辺はどうなっているのでしょうか。 

○小路子育て支援課長 勉強会の内容だと思うんですけれども、その中で、財源構成の中

でもともと町単独の保育料の軽減額というのがあって、この部分で令和元年の１０月か

ら令和２年の３月につきましては、もともとの国２分の１、府４分の１、町４分の１、

あと国の臨時交付金ということで、こちらの方が１０分の１０でありますので、それと

令和２年の４月からということで、こちらの方、全公定価格の部分の中では金額的に変

わりはないという形にはなってくるんですけれども。 

○阪口委員 公立の幼稚園ですね、太子町立幼稚園。それは全額市町村の負担になる訳で

すね。 

○横田健康福祉部長 今回の無償化に係る財源の措置の分のご質問だったんですけれども、

今、うちの子育て支援課長が説明させて頂きましたように、私立の保育園につきまして

は、もともと国が２分の１と都道府県４分の１と市町村が４分の１と。公立につきまし

ては１０分の１０が全て市町村の財源で今まで運営をしてきている訳なんですけれども、

今回の無償化に伴いまして、１０月から来年の３月までの分につきましては、その所要

額につきまして、今、都道府県と市町村の分については特別臨時交付金で措置されまし

て、公立の幼稚園の分につきましてもその分は臨時交付金、これは消費税財源というこ

とであります。来年につきましてはもともとの補助率に戻るんですけれども、その消費

税財源と交付税措置によってその財源が賄えられるということで、今の国の通知のこと

はそういう形になっております。 

○阪口委員 町の持ち出しが減るのかどうかというのを聞きたかったんですけれども。 
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○横田健康福祉部長 私立の保育の方につきましては、従来の２分の１、４分の１、４分

の１に戻るんですけれども、今まで保護者より負担して頂いていました３歳から５歳の

保育料がなくなるということと、町独自で保育料については独自減免というか、国の基

準を更に落とした額で保育料を設定していましたので、そのもらった一般財源分と、来

年は公定価格もあるんですけれども、町の持ち出しについては今のところ、若干、頭が

出るかなというふうには思っているんですけれども、今回、３歳から５歳までが無償に

なるということで、今まで国の基準を超えて、第３子目が全額と、第２子目は半額とい

うふうなことで町の方で施策を張っていたんですけれども、その財源分が浮いてきます

ので、その財源をもって今回の副食費も含めた分であわせて財源措置をしていくという

ことなので、多少は今の分で賄えるかなと、それほど大きく負担にならないというふう

に考えてございます。 

○村井委員長 他にございませんか。 

○羽山委員 ３歳、５歳が無料対象になるということで、０歳、１歳、２歳は有料だと思

うんですけれども、それは各保護者に説明というのか、紙の説明文というのは配付され

るのでしょうか。 

○小路子育て支援課長 今、在園している保育園の園児についてなんですけれども、チラ

シを配付させて頂いて広報をさせて頂いております。 

○村井委員長 他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○村井委員長 ないようでございますので、質疑を終わります。 

 討論に入ります。 

 討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○村井委員長 ないようでございますので、討論を終わります。 

 お諮り致します。 

 議案第２６号は原案通り可決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○村井委員長 ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第２６号、太子町立幼稚園設置条例中改正の件は、原案通り可決するこ

とに決しました。 
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 議案第２７号、太子町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例中改正の件、これを議題と致します。 

 本件について説明を求めます。 

○小路子育て支援課長 それでは、議案第２７号、太子町特定教育・保育施設及び特定地

域型保育事業の運営に関する基準を定める条例中改正の件につきまして、ご説明を申し

上げます。 

 本改正につきましては、令和元年１０月からの幼児教育・保育の無償化の実施に伴っ

て、認可保育園及び認可こども園の特定教育・保育施設に加え、特定子ども・子育て支

援施設等である認可外保育園や平成２７年４月からの子ども・子育て新支援制度に移行

していない幼稚園、所謂未移行園について、無償化の対象とする内閣府令が改正され、

これを引用する本条例について所要の改正を行うものでございます。 

 それでは、議案書の３頁目の新旧対照表をお願い致します。 

 第２条において、先程申し上げました特定子ども・子育て支援施策等の文言を追加し

たものでございます。 

 恐れ入ります。議案書を１頁戻って頂きまして、附則でございますけれども、この条

例の施行日は令和元年１０月１日としております。 

 以上で、簡単ではございますが、議案第２７号についての説明は以上でございます。

何卒よろしくご審議頂き、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 

○村井委員長 只今、説明がありました。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

○阪口委員 今、特定子ども・子育て支援施設等、若干認可外とか説明頂いたんですけれ

ども、これはいつまでというのか、保育士が一人もいないような施設でも給付の対象に

なる訳ですか。それと、こういう施設が太子町にあるのでしょうか。 

○小路子育て支援課長 質問の分で認可外保育園につきましては、太子町には１園もござ

いません。 

 それと、先程の分なんですけれども、保育士１名ということで質問の方があったんで

すけれども、認可外保育園に加えて一時預かり事業、病児保育事業とかファミリーサポ

ートセンターの事業を対象としておりまして、認可外保育園につきましては都道府県の

方が認可の方をしておりますので、こちらの方の届け出を行った上で国が定める基準を
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満たしているかどうかというのを審査、認可して行うということなんですけれども、た

だ、基準を満たしていない場合であっても無償化の対象となるのは５年間の猶予期間が

ございますので、よろしくお願い致します。 

 以上です。 

○阪口委員 世間ではそういう専門家がおらないところで子どもを預かるということで、

心配の声も聞いておる訳ですけれども、この辺は給付対象になるということで、質問と

いうか、大丈夫なんでしょうか。 

○横田健康福祉部長 先程、小規模保育事業とか家庭的保育事業については、保育士の配

置はどうかというようなこともあったんですけれども、今言いました小規模等について

は保育士等の配置が基準で決められております。その他のファミリーサポートセンター

とか、所謂保育士の必要でない施設につきましては、一定の研修を修了した者というふ

うに位置づけられておりますので、その辺の質の部分については、先程、課長からあり

ましたように、都道府県の許可の基準ということで、一定その辺の質の部分については

確保されているのかなというふうに考えてございます。 

 今回、無償化に当たりまして、無償化の対象施設が増えるということで、今おっしゃ

っています保育士というか、施設の資質、それが懸念されるということになっているん

ですけれども、この間、５年間の猶予期間というのがあって、都道府県の方でもその辺

はしっかり確認をして、基準を満たすようにということで、今のところ、国の方からは

そういった形で運営主体についても通知等をされているということで聞いております。 

○村井委員長 他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○村井委員長 ないようでございますので、質疑を終わります。 

 討論に入ります。 

 討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○村井委員長 ないようでございますので、討論を終わります。 

 お諮り致します。 

 議案第２７号は原案通り可決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○村井委員長 ご異議なしと認めます。 
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 よって、議案第２７号、太子町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める条例中改正の件は、原案通り可決することに決しました。 

 次に、補正予算関係の議案第３０号、平成３１年度太子町国民健康保険特別会計補正

予算（第１号）、これを議題と致します。 

 本件について説明を求めます。 

○子安保険医療課長 それでは、議案第３０号、平成３１年度太子町国民健康保険特別会

計補正予算（第１号）について、内容のご説明を申し上げます。 

 平成３１年度太子町国民健康保険特別会計補正予算書の１頁をお願い致します。 

 まず、第１条第１項でございますが、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ２千５４

３万８千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１５億５千２３２万７千

円とするものでございます。 

 又、第２条では、債務負担行為の追加と致しまして、債務負担行為の補正を行うもの

でございます。 

 まず、歳出の内容でございます。 

 １０頁、１１頁をお願いしたします。 

 ６款基金積立金、１項基金積立金、１目財政調整基金積立金、補正額２千５１７万４

千円は、２５節積立金で前年度の繰越金のうち８款諸支出金に補正予算を計上致してお

ります国・府支出金返還金に充てた残余を計上し、財政調整基金に積み立てるものでご

ざいます。 

 次に、８款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、３目償還金、補正額２６万４千円

は、２３節償還金利子及び割引料の国・府支出金返還金を２６万４千円を計上致してお

ります。これは、前年度、平成３０年度の特定健診等の事業費の確定を受けて超過交付

となった分を返還するものでございます。 

 以上が歳出でございます。 

 続きまして、歳入でございます。 

 １頁戻って頂きまして、８、９頁をお願い致します。 

 ７款繰越金、１項繰越金、２目その他繰越金、補正額２千５４３万８千円は、平成３

０年度からの前年度繰越金として計上致しております。 

 最後に、４頁をお願い致します。 

 債務負担行為の補正となっております。本年２月に導入致しました電算のクラウドシ
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ステムに関して、１０月からの消費税率の変更を受けて、同システムの利用に当たり変

更契約を締結する為に債務負担行為の補正を行うものとなってございます。事業名は自

治体クラウド推進事業、期間が令和２年度から令和５年度まで、限度額が１０万円とな

っております。 

 平成３１年度太子町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）の内容の説明は以上で

ございます。何卒よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○村井委員長 只今、説明がありました。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○村井委員長 ないようでございますので、質疑を終わります。 

 討論に入ります。 

 討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○村井委員長 ないようでございますので、討論を終わります。 

 お諮り致します。 

 議案第３０号は原案通り可決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○村井委員長 ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第３０号、平成３１年度太子町国民健康保険特別会計補正予算（第１

号）は、原案通り可決することに決しました。 

 議案第３１号、平成３１年度太子町介護保険特別会計補正予算（第２号）、これを議

題と致します。 

 本件について説明を求めます。 

○東條高齢介護課長 それでは、議案第３１号、平成３１年度太子町介護保険特別会計補

正予算（第２号）について、ご説明申し上げます。 

 補正予算書の１頁をお開き願います。 

 第１条第１項、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２千１３２万６千円を

追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１２億３千２８２万７千円とするものでござい
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ます。 

 又、第２条では、債務負担行為の追加として、債務負担行為の補正を行うものでござ

います。 

 それでは、補正予算書の１０頁、１１頁をお開き願います。 

 歳出から説明させて頂きます。 

 １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、補正額９９万円は、介護報酬改定に

伴う電算システムのプログラム変更に係る委託料です。財源は、国庫支出金と一般会計

からの繰入金でございます。 

 ４款基金積立金、１目介護給付費準備基金積立金、補正額１千１９２万２千円は、平

成３０年度の決算繰越金から国、府及び支払基金からの負担金等を精算し、残金を介護

給付費準備基金に積み立てるものでございます。 

 ６款諸支出金、３目償還金、補正額８４１万４千円は、国、府及び支払基金の返還金

で、前年度の地域支援事業にかかわる交付金の精算に伴うものでございます。 

 １枚戻って頂きまして、８頁、９頁、歳入でございます。 

 ３款国庫支出金、１項国庫負担金、１目介護給付費負担金、補正額１４８万９千円は、

前年度の介護給付費に係る負担金の精算に伴う追加交付でございます。 

 その下、２項国庫補助金、４目介護保険事業費補助金、補正額４９万５千円は、シス

テム整備事業に係る補助金で、補助率は２分の１となってございます。 

 ４款支払基金交付金、１項支払基金交付金、１目介護給付費交付金、補正額４６万円

は、前年度の介護給付費に係る交付金の精算に伴う追加交付でございます。 

 ５款府支出金、１項府負担金、１目介護給付費負担金、補正額９３万円は、前年度の

介護給付費に係る負担金の精算に伴う追加交付分でございます。 

 ７款繰入金、１項一般会計繰入金、３目その他一般会計繰入金、補正額４９万５千円

は、事務費等繰入金で、システム整備に係る経費の２分の１を一般会計から繰り入れる

ものでございます。 

 ８款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、補正額１千７４５万７千円は、平成３０年度

決算の歳入総額から歳出総額を差し引きました繰越金でございます。 

 最後に、４頁をお願い致します。 

 債務負担行為の補正です。 

 本年２月に導入致しましたクラウドシステムに関して、１０月からの消費税率の変更
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を受けて、同システムの利用に当たり変更契約を締結する為に債務負担行為の補正を行

うものでございます。 

 事業名は自治体クラウド推進事業、期間が令和２年度から令和５年度まで、限度額が

２６万１千円としております。 

 以上で説明を終わります。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようよろしくお願い

申し上げます。 

○村井委員長 只今、説明がありました。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○村井委員長 ないようでございますので、質疑を終わります。 

 討論に入ります。 

 討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○村井委員長 ないようでございますので、討論を終わります。 

 お諮り致します。 

 議案第３１号は原案通り可決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○村井委員長 ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第３１号、平成３１年度太子町介護保険特別会計補正予算（第２号）は、

原案通り可決することに決しました。 

 議案第３２号、平成３１年度太子町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）、こ

れを議題と致します。 

 本件について、説明を求めます。 

○子安保険医療課長 議案第３２号、平成３１年度太子町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第１号）について、内容のご説明を申し上げます。 

 平成３１年度太子町後期高齢者医療特別会計補正予算書の１頁をお願い致します。 

 本補正予算の内容でございますが、既定の歳入歳出予算の補正はなく、第１条におい

て、債務負担行為の追加として債務負担行為の補正を行っております。 

 １枚めくって頂きまして、２頁をお願い致します。 
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 債務負担行為の補正でございます。本年２月に導入致しました電算のクラウドシステ

ムに関しまして、１０月からの消費税率の変更を受けて、同システムの利用に当たり変

更契約を締結する為に債務負担行為の補正を行うものでございます。 

 事業名は自治体クラウド推進事業、期間が令和２年度から令和５年度まで、限度額が

１０万円となっております。 

 平成３１年度太子町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）の内容の説明は以上

でございます。何卒よろしくご審議の上、ご議決賜りますようよろしくお願い致します。 

 以上でございます。 

○村井委員長 只今、説明がありました。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○村井委員長 ないようでございますので、質疑を終わります。 

 討論に入ります。 

 討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○村井委員長 ないようでございますので、討論を終わります。 

 お諮り致します。 

 議案第３２号は原案通り可決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○村井委員長 ご異議なしと認めます。よって、議案第３２号、平成３１年度太子町後期

高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は、原案通り可決することに決しました。 

 以上で、本委員会に付託されました案件は全て終了致しました。 

 これにて委員会を閉会致します。 

 お疲れ様でございました。 

午後 １時２９分 閉 会 
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